
 04 総務省（特区）

管
理
コ
ー
ド

規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

管
理
番
号

規
制
特
例
提
案

事
項
管
理
番
号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

プロジェ
クトの名
称

0
4
3
0
0
1
0

障害者を多
数雇用する
企業と契約
する場合の
随意契約範
囲の拡大

地方自治
法施行令
第167条
の２

地方自治法施行令第167条の２第１
項各号に掲げる事由に該当するとき
に限り、随意契約の方法により契約
を締結できる。
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　現行制度上、随意契約によることが認められるも
のは、随意契約による方が経済性を発揮できるも
の、契約の相手方が自ずから特定されるもの、契約
の履行を特に確保する必要があるもの、競争入札に
付するまでもないもの、少額の契約について事務処
理の合理化を図るもの、競争入札に付することによ
り支障を来してしまうようなものであり、提案で随意
契約の事由としようとしているものは、これらに該当
しないものであるため、これを随意契約の方法による
ことができる事由とすることは適当ではない。
　なお、昨年地方自治法施行令の改正において対象
とされた障害者授産施設等で生産される物品を買い
入れる場合、シルバー人材センター等・母子福祉団
体による役務の供給を受ける場合（同令第１６７条の
２第１項第３号）、ベンチャー企業等から新商品を買
い入れる場合（同項第４号）は、上記で示した随意契
約によることが認められるものに従来より該当するも
のである。

　昨年11月の地方自治
法施行令の改正により
追加された随意契約事
由については、一定の
政策目的のために必要
な随意契約という趣旨
で、特区提案を受け実
現したもので、従前の
随意契約事由とは一線
を画するものである。
　この点及び右の提案
主体からの意見を踏ま
え、本提案についても
障害者雇用の促進とい
う観点から実現できな
いか、再度検討し、回
答されたい。

　昨年地方自治法施行令が改正され、同令第１６７条の２第１
項に「障害者授産施設等で生産される物品を買い入れる契
約」が追加されたが、これは、「障害者福祉の増進」といった
一定の政策目的を達成するために必要な場合においては随
意契約によることができることとされ、改正されたものと理解
している。
　本提案は、公共調達は一般競争入札が原則という枠組み
は維持しつつ、障害者雇用の促進といった特定の政策目的を
達成するために必要な範囲内において、随意契約制度の適
切な運用を図り、本県の政策目的を達成しようというものであ
る。
　また、本提案により達成しようとしている障害者雇用の促進
という目的は、障害者が広く就業可能な社会の実現を図り、
真に健常者と同等の自立した生活を確立することを目指した
ものであり、「障害者福祉の増進」を図るため正に必要な分野
であると考えている。
　以上について御理解いただいた上で、引き続き提案が実現
されるよう検討をお願いしたい。
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　従前より、地方公共団体の契約の方式は、機会均等、
競争性、公正性、透明性及び経済性を最も担保すること
ができる一般競争入札を原則としているところであり、検
討要請に対する回答に掲げているもののように、競争入
札によることよりも随意契約によることの方が経済的かつ
合理的に契約の内容を達成できると客観的に認められる
ような場合に限り随意契約が認められているところであ
る。昨年１１月に地方自治法施行令が改正され、新たに随
意契約事由とされたものは、一定の政策目的があるから
随意契約としたものではなく、上記の契約の方法の原則
に照らし総合的かつ客観的に勘案してもこれらの原則の
支障とならないものであり、地方公共団体にとって客観的
に有利と認められたことから随意契約の事由としたもので
ある。御提案をいただいた随意契約事由については、経
済性・合理性が立証できないことから、これを随意契約事
由として地方自治法施行令上に規定することは適当では
ない。

　右の提案主体からの
再意見に記載の前回
貴省回答に係る①～③
の質問に回答の上、１
６年度の地方自治法施
行令第１６７条の２第１
項の改正趣旨及び当
該改正趣旨との関係に
おいて本提案の実現に
ついて対応不可とする
理由を明らかにされた
い。
　また、これらの点を踏
まえ、本提案が実現で
きないか、再度検討し、
回答されたい。

　総務省が発表した「地方自治法施行令の一部を改正する政令の概要」
（http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/syokan/new_hourei.html）では、平成１６年度の地方自治法施行令
第167条の２第１項関係の改正について、「一定の政策目的を達成するために必要な場合において、随
意契約することができることとする。」と解説されているが、今回の回答では、一定の政策目的がある
から随意契約可能としたのではなく、競争入札によることよりも随意契約によることの方が経済的かつ
合理的に契約の内容を達成できると客観的に認められる場合であるとされている。
ついては、以下について御教示いただきたい。
① 　平成１６年の地方自治法施行令167条の２第１項の改正趣旨は「一定の政策目的を達成するた
め」であるのか、「経済的かつ合理的に契約の内容を達成できると客観的に認められる」ものを追加し
たものであるのか。
② 　①の改正趣旨が、「一定の政策目的を達成するため」であれば、障害者に対する職業訓練や授産
を行う施設から物品を買い入れる場合が認められ、本提案で示した障害者を多数雇用する企業から物
品調達等を行う場合が認められない理由は何か。
③ 　①の改正趣旨が、「経済的かつ合理的に契約の内容を達成できると客観的に認められる」ものを
追加したのであれば、新たに随意契約事由とされた、障害者に対する職業訓練や授産を行う施設から
物品を買い入れる場合、高年齢者又は母子家庭の母等の就業支援を行う団体から役務の提供を受け
る場合及び新製品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者等から物品を買い入れる場合のそれ
ぞれについて、随意契約事由とする経済性・合理性の根拠を具体的に御教示いただくとともに、本提案
で示した障害者を多数雇用する企業から物品調達等を行う場合は、経済性・合理性がないとする根拠
を御教示いただきたい。
　以上について御教示いただいた上で、提案が実現されるよう再度ご検討をお願いしたい。
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①　地方公共団体の契約の方式は、機会均等、競争性、公正性、透
明性及び経済性が確保されることを原則としているが、従来随意契
約の事由とされていた事項及び昨年の地方自治法施行令の改正に
より随意契約の事由として追加された事項は、契約の方式の原則と
照らし客観的かつ総合的に勘案しても、これらの原則の支障になら
ないと考えられたためである。
②　①により承知されたい。
③　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号については、法令
上の根拠をもって設立された公共的な活動を行い、営利を目的とし
た活動を行っていない団体の活動の結果である生産物等を調達す
ることは、一般的には地方公共団体の経済性を発揮することができ
ると考えられたため、同項第４号については、新商品を生産すること
により新たな事業分野の開拓を図る者として地方公共団体の認定し
たものの生産物は、他に類のない新たな機能性を有するものであ
り、その機能性からもたらされる利益を地方公共団体は享受すること
ができ、経済性を発揮することができると考えられたため、随意契約
事由として規定できたものである。
　なお、提案でいう「障害者を多数雇用する企業から物品調達等を
行う場合」を随意契約事由とすることの適否については、①及び③
により承知されたい。
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　地方公共団体が行う調達契約のう
ち、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第１号の金額基準を越え、かつ第２
号から第９号の要件に該当しない場合
においても、障害者を多数雇用する企
業（障害者を10人以上かつ法定雇用率
の３倍の5.4%以上雇用する企業）に対し
ては、随意契約によることができるもの
とする。

　地方公共団体が行う調達契約のう
ち、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第１号の金額基準を越え、かつ第２
号から第９号の要件に該当しない場合
においても、障害者を多数雇用する企
業（障害者を10人以上かつ法定雇用率
の３倍の5.4%以上雇用する企業）に対し
ては、随意契約によることができるもの
とする。
　それにより、障害者多数雇用事業所
の事業活動を活性化させ、経営の健全
化を図るとともに、障害者雇用へのイン
センティブとなることにより、社会全体
の障害者雇用率を向上させることがで
きる。

新潟県

随意契
約範囲
の拡大
による
障害者
雇用促
進プロ
ジェクト
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市町村長制
の必置規定
の廃止

地方自治
法第１３９
条第２項

市町村に市町村長を置く C Ⅰ

　本件提案の内容は、地方公共団体における
首長と議会の二元代表制という地方自治制度
の基本構造のあり方に関わり、憲法解釈上の
疑義も存することから、幅広い見地から議論を
必要とする問題である。
　なお、第２８次地方制度調査会において、去
る5月13日に地方六団体ヒアリングが行われ、
二元代表制以外の多様な制度の導入について
も様々な意見が出されたところであり、その設
置期限は平成１８年２月末である。

　第28次地方制度調査
会における本提案の内
容に関する今後の検討
の方向性及びスケ
ジュールを明らかにさ
れたい。
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　第２８次地方制度調査会において、去る5月13日に地方
六団体ヒアリングが行われ、二元代表制以外の多様な制
度の導入についても様々な意見が出されたところであり、
その設置期限は平成１８年２月末である。
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　地方自治法で必置とされている市町村長
について、地域の実情に応じて、当該普通
地方公共団体の議会の議員により行政事
務の執行を担当する委員会を組織し、その
中から代表者を選出し、その者を当該普通
地方公共団体の統括代表者とし、その者が
行政事務を執行する。その際、地方自治法
上、「普通地方公共団体の長」に適用される
行政事務の執行に関する規定は、原則適
用されることとする。このため、地方自治法
第１３９条に「市町村は、第２項の規定にか
かわらず、市町村長を置かず、当該地方公
共団体を統轄し、これを代表するとともに、
事務を管理し、及びこれを執行する者とし
て、当該普通地方公共団体の議会の議員
の中から選任された代表者をあてることが
できる。」との改正を求める。

　基礎的自治体の規模に応じて、組織
形態を選択できるよう現行制度の弾力
化を図り、行政の効率化や執行機関と
議会が一体となったまちづくりを展開す
る。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区構
想
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教育委員会
の必置規定
の廃止

地方自治
法第１８０
条の５第１
項第１号

普通地方公共団体にその執行機関
として普通地方公共団体の長の外、
法律の定めるところにより、委員会
又は委員を置く。
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　現行地方自治制度は、教育委員会の必置制
を前提として、長・委員会・委員それぞれの権
限配分や相互関係等を規定しており、教育委
員会を任意設置とするかどうかは、教育行政の
あり方・地方自治制度全般をめぐる議論の中で
検討されるべき課題であるが、必置規制につい
ては、地方公共団体の自主組織権の尊重及び
行政の総合化・効率化の観点から不断にその
見直しを検討すべきものである。
　なお、第２８次地方制度調査会において、去
る5月13日に地方六団体ヒアリングが行われ、
教育委員会のあり方についても必置規制の緩
和等様々な意見が出されたところであり、その
設置期限は平成１８年２月末である。

　第28次地方制度調査
会における本提案の内
容に関する今後の検討
の方向性及びスケ
ジュールを明らかにさ
れたい。
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　第２８次地方制度調査会において、去る5月13日に地方
六団体ヒアリングが行われ、教育委員会のあり方につい
ても必置規制の緩和等様々な意見が出されたところであ
り、その設置期限は平成１８年２月末である。
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　地方自治法で必置とされている教育
委員会について、地域の実情に応じて
廃止し、教育長の権限を強化する。こ
のため、地方自治法第１８０条の５第１
項第１号を「置くことができる。」と改正
する。

　教育に対する責任の所在を明確化す
るとともに、山積する様々な教育課題
に迅速に対応する。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区構
想
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基本構想の
策定義務の
廃止

地方自治
法第２条
第４項

市町村はその事務を処理するに当
たっては、議会の議決を経てその地
域における総合的かつ計画的な行
政の運営を図るための基本構想を
定め、これに即して行うようにしなけ
ればならない。

－ －
貴市の同提案への対応策については,現在,構
造改革特区に関する有識者会議において検討
されているところ。

　構造改革特区に関す
る有識者会議における
議論を踏まえつつ、提
案が実現できないか検
討し、回答されたい。

－ －
構造改革特区に関する有識者会議において検討中であ
り、提案への対応について結論に至っていないところ。 1
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　地方自治法で市町村のみ策定が義
務付けされている基本構想を、地域の
実情に応じて策定義務を廃止する。

民意を反映しながら、社会経済環境の
変化に柔軟に対応した行政運営を展開
する。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区構
想
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地方自治法第２３
５条の４第２項
（債権の担保とし
て徴するものの
ほか、普通地方
公共団体の所有
に属しない現金
又は有価証券
は、法律又は政
令の規定による
ものでなければ、
これを保管するこ
とができない。）

地方自治法第２３
２条の５第１項
（普通地方公共
団体の支出は、
債権者のためで
なければ、これを
することができな
い。）

地方自治
法第２３５
条の４第２
項
地方自治
法第２３２
条の５第１
項

地方自治法第２３５条の４第２項（債
権の担保として徴するもののほか、
普通地方公共団体の所有に属しな
い現金又は有価証券は、法律又は
政令の規定によるものでなければ、
これを保管することができない。）

地方自治法第２３２条の５第１項（普
通地方公共団体の支出は、債権者
のためでなければ、これをすることが
できない。）
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　歳計外現金の制度は、地方公共団体が責任
をもって現金の保管に当たる趣旨から法定さ
れ、整理されたものであるが、一方、地方公共
団体の公金運用については、総計予算主義の
原則の下、法定の財務諸手続の中で予算上の
統制をもってなされることが基本であることか
ら、歳計外現金を便宜上の取扱いからむやみ
に拡大することは適当ではない。
　また、還付については、私法上の権利義務関
係が発生することとなることから、公金をもって
別法人格である指定管理者のために支出する
ことは適当ではない。
　なお、かかる取扱いについて地方公共団体と
指定管理者との契約により、利用料金の収受
及び還付について委託及び受託した上で、歳
入歳出予算に計上することにより、ご提案の事
項について現行制度の中で対応可能と考え
る。

　住民に対する区独自の
サービス向上策を維持す
る観点から、提案が実現
できないか、再度検討し、
回答されたい。
　また、貴省回答では、地
方公共団体と指定管理者
との契約により、指定管理
者に係る利用料金の収納
及び還付の事務を、当該
地方公共団体が歳計現金
として取り扱うことを可能
としている。　これにより、
本提案の内容が実質的に
実現できるのか、右の提
案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し、回答され
たい。

ご指摘いただいた「指定管理者と地方公共団体との契
約」による方法とは、別添補足資料の案１又は案２のい
ずれの方法によるものと理解すべきでしょうか。又は、
これ以外の方法によるものであるときは、その方法に
ついてご教示ください。
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別添補足資料の案１及び案２いずれの方法も可能であ
り、これによりご提案の事項について現行制度の中で対
応可能と考える。 1
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指定管理者の収入となる利用料金につ
いて、法律又は政令の規定だけでなく、
本区の条例もしくは規則により、歳入歳
出外現金として区が取り扱えるように特
区構想にて規制緩和を行う。
さらには、指定管理者の管理する施設
の利用料金に対する還付についても、
特区構想にて当該還付請求者を区の
債権者とみなして支出が可能となるよう
に規制緩和を行う。

指定管理者の収入となる利用料金につ
いて、歳入歳出外現金として区が取り
扱えるように特区構想にて規制緩和を
行い、現在行っている公の施設相互間
で、区施設において指定管理者施設の
利用料金の受領が可能となる環境を整
える。また、指定管理者の管理する施
設の利用料金に対する還付について
も、特区構想で当該還付請求者を区の
債権者とみなして支出が可能となる環
境を整える。

東京都
墨田区

施設利
用区民
サービ
ス向上
特区
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地方自治法
第２０３条の
緩和

地方自治
法第203
条

○地方自治法（昭和22年法律第67号）
第203条第１項
普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の
委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争
処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員そ
の他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理
者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会
人その他普通地方公共団体の非常勤の職員（短時
間勤務職員を除く。）に対し、報酬を支給しなければ
ならない。
第２項
前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬
は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但し、条
例で特別の定をした場合は、この限りでない。
第３項
第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を
受けることができる。
第４項
普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に
対し、期末手当を支給することができる。
第５項
報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給
方法は、条例でこれを定めなければならない。

C

　地方公共団体の附属機関の構成員に対する
報酬については、構成員が責任ある形で地方
公共団体に答申等を行うという職務の遂行の
対価として、地方公共団体がこれを支給する義
務を負うものであり、提案のように、地方公共
団体の長の判断により一方的に附属機関の構
成員の報酬の支給を決定することは、地方公
共団体に報酬の支給を義務付けた地方自治法
の趣旨に照らして、認められない。
  　なお、附属機関の構成員が、何らかの理由
により報酬が不要とするならば、公職選挙法に
規定する寄附の禁止に該当するなど特別な場
合を除き、当該構成員が報酬の請求権を放棄
することが可能である。

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

　措置の概要（対応策）のとおり、構成員が責任ある形
で地方公共団体に答申等を行うという職務の遂行の対
価として報酬を支払わなければならないことは承知して
いる。
　しかしながら、近年、市民参加、市民との協働による
まちづくりなど、市民と一体となった行政運営がなされ
ている。市民参加を容易にし、また市民参加による経
費を抑制するためには、非常勤特別職の無償化は必
要と考え、また参加する市民も報酬を期待して参加す
るのでなく、自分たちのまちを自分たちの手で育ててい
きたいという考えが多数である。当然ながら２０３条で規
定されている議会の議員など全ての非常勤特別職を無
償化するという考えはない。
　条例等で報酬を無償とする旨、明記するなど事前に
無償であることを周知した上で、委員に委嘱、また委員
を募集するなどできないか再度お尋ねする。

C

　再検討要請によると、「非常勤特別職の無償化が必要」
とのことであるが、この趣旨について、①「市民の参加を
容易にする」との点については、附属機関の構成員に報
酬を支給することが、市民参加を阻害する理由となるとは
考えられない（報酬が支給されるから参加しないという市
民がいるとは考えられず、仮に附属機関の構成員が報酬
を期待して参加するのでないならば、当該構成員からの
申し出により、特別な場合を除き報酬の請求権を放棄す
ることもできるもの）、②「市民参加による経費を抑制す
る」との点については、地方公共団体の一方的な事情に
より附属機関の構成員の報酬を受ける権利を放棄させる
ことは、まさに地方自治法の趣旨を没却するものである。
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必要に応じ、附属機関の委員等への報
酬の無報酬化

地方公共団体が任意に設置する附属
機関に多くの市民に参加していただき、
市民との協働によるまちづくりを進めて
いきたい。

大分県
日田市

市民協
働によ
るまち
づくり
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地方自治法
第十四条第3
項による普
通地方公共
団体の条例
に違反したも
のに対する
行政処分と
して、公益作
業を伴う罰
則規定を設
ける。

地方自治
法第十四
条第3項

普通地方公共団体は、法令に特別
の定めがあるものを除くほか、その
条例中に、条例に違反した者に対
し、二年以下の懲役若しくは禁錮、
百万円以下の罰金、拘留、科料若し
くは没収の刑又は五万円以下の過
料を科する旨の規定を設けることが
できる。

C Ⅰ

　公益作業への従事という法律に規定がない
罰則を条例により新設することについては、現
行の刑罰体系に重大な変更を生じさせるもの
であり、慎重な検討を要する性格のものであ
る。
　また、公益作業への従事は身体的拘束を伴う
ものであり、一般的に苦役に当たると考えら
れ、憲法第18条の規定との関係においても慎
重な考慮を要する。
　なお、ポイ捨て禁止の規定に違反した者に対
して、その者が捨てたごみの回収を命じ、これ
に従わない場合に罰金等を科すことは、現行制
度においても可能である。

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

憲法十八条の規定との関係については、本人の同意を
得て、ポイ捨て等の違反行為をしたものにさせることに
より、本人の意思により公益作業に従事することとな
り、奴隷的拘束にはあたらないと考えます。罰則を課す
目的のひとつには、違反行為をした者に対し、再度、違
反を繰り返さないようにすることであり、美化環境を守
るための公益作業に従事することは、過料等を支払う
よりも、高い教育効果が期待でき、再び違反する可能
性が低くなると考えます。また、美化環境を回復させる
ための清掃奉仕活動を、自らの意志において行い、美
化環境を改善させる大切さを感じてもらうことが、まち
美化の推進に必要であると考えます。

C Ⅰ

　公益作業への従事という罰則(刑罰)を条例により新設す
ることについては、法律に規定がないものであり、現行の
刑罰体系に重大な変更を生じさせるものであるから、慎重
な検討を要すべきものである。法務省からの回答を併せ
て参照願いたい。
　一方で、貴見にあるように、本人の同意の下に、刑罰と
してではなく、当該公益作業を行うということであれば、現
行制度においても可能である。
　なお、ポイ捨て禁止の規定に違反した者に対して、その
者が捨てたごみの回収を命じ、これに従わない場合に罰
金等を科すことについても、現行制度上可能である。
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普通地方公共団体の条例を違反したも
のに対しては、「二年以下の懲役若しく
は禁錮、百万円以下の罰金、拘留、過
料若しくは没収の刑又は五万円以下の
過料を科する旨の規定を設けることが
できる。」とされていますが、地域美化
環境を害したものに対し、条例で地域
美化に関する公益作業に従事させるこ
とができる罰則規定を設けることができ
るようにする。

平成16年4月1日に施行した「多治見市
をごみの散らばっていないきれいなま
ちにする条例」で規定する市民や事業
者、イベント開催者等に対する義務規
定に違反したものに対し、一定期間公
益作業に従事させることにより、地域美
化の大切さを身をもって学習する等の
教育効果を期待し実施します。

岐阜県
多治見
市

公益作
業従事
による
美化推
進のま
ちづくり

1/8ページ



 04 総務省（特区）
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規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

管
理
番
号

規
制
特
例
提
案

事
項
管
理
番
号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

プロジェ
クトの名
称
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執行機関の
条例による
設置

地方自治
法（昭和
22年法律
第67号）
第138条
の4第1項

普通地方公共団体にその執行機関
として普通地方公共団体の長の外、
法律の定めるところにより、委員会
又は委員を置く。

C Ⅰ

　貴市が如何なる職務権限を持つオンブズ
パーソンの設置を検討しているのか定かでない
が、地方自治制度上、公正で合理的かつ効率
的な地方公共団体の行政を確保するために、
広く地方公共団体の事務の監査につき職務権
限を有する執行機関として監査委員が既に設
置されているところである。地方公共団体の執
行機関の組織は、地方公共団体の長の所轄の
下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限
を有する執行機関によって、系統的にこれを構
成しなければならないのであって、各執行機関
相互の間に所掌事務や権限の重複等のないよ
うにすべきであり、オンブズパーソンはその性
格上、監査委員と所掌事務と権限が重複する
と考えられるものであるため、これを執行機関
として認めることはできない。

　右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討し、
回答されたい。
　また、第６次提案「都道
府県に置く行政委員会の
自由化（040180）」に係る
再々検討要精に対する貴
省回答では、「地方自治
法で定められていない独
自の執行機関を地方公共
団体の判断で条例により
設置する途をひらくことと
するかどうかにつき、第28
次地方制度調査会におけ
る議論を踏まえ、鋭意検
討」することとしているが、
これについての検討状況
及び今後の検討スケ
ジュールを明らかにされた
い。

　貴省の回答における所掌事務の重複については、行
政監査を指していると思われるが、行政監査は、適法
性及び効率性の観点から行われるものである。
　これに対し、オンブズパーソンは、苦情を契機とする
ため、違法又は非効率な案件のみを所掌するものでは
なく、監査委員と所掌事務が重複するものではない。

C Ⅰ

　貴市が如何なる職務権限を持つオンブズパーソンの設置を検
討しているのか定かでないが、地方自治制度上、公正で合理的
かつ効率的な地方公共団体の行政を確保するために、広く地方
公共団体の事務の監査につき職務権限を有する執行機関として
監査委員が既に設置されているところである。地方公共団体の
執行機関の組織は、地方公共団体の長の所轄の下に、それぞ
れ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によって、系
統的にこれを構成しなければならないのであって、各執行機関
相互の間に所掌事務や権限の重複等のないようにすべきであ
り、オンブズパーソンはその性格上、監査委員と所掌事務と権限
が重複すると考えられるものであるため、これを執行機関として
認めることはできない。
  なお、地方自治法で定められていない独自の執行機関を地方
公共団体の判断で条例により設置しうる途をひらくこととするか
どうかにつき、第２８次地方制度調査会における議論も踏まえ、
鋭意検討してまいりたい。第２８次地方制度調査会においては、
これまで平成１６年１０月１４日、１２月１７日、５月１３日の３回に
わたり専門小委員会で議論が行われたところであり、その設置
期限は平成１８年２月末である。

　右の提案主体からの
再意見（前段部分）を踏
まえ、再度検討し、回
答されたい。

 監査委員と所掌事務が重複しないことについては、前回の意見で説明させてい
ただいたところである。このことを踏まえ、再度、検討されたい。
 なお、第28次地方制度調査会第13回専門小委員会において挙げられた3点の
「見直しの際の検討の視点」（必置規定の緩和・規定の弾力化・独自の執行機関
の設置）の検討結果によっては、これらの観点からの対応についても検討を進め
ていきたいため、積極的な検討をお願いしたい。

C Ⅰ

　貴市が提案されているオンブズパーソンは、未だどのよ
うな職務権限を持つのか明確ではないが、ご説明によれ
ば、少なくとも行政活動の適法性等について調査や勧告
を行うように考えられる。この場合、監査委員と所掌事務
と権限が重複すると考えられるものであるため、これを執
行機関として認めることはできない。
  なお、地方自治法で定められていない独自の執行機関
を地方公共団体の判断で条例により設置しうる途をひらく
こととするかどうかにつき、第２８次地方制度調査会にお
ける議論も踏まえ、鋭意検討してまいりたい。
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地方自治法（昭和22年法律第67号）第
138条の4第1項によれば、普通地方公
共団体の執行機関の設置は、法律によ
ることとされている。
本提案は、執行機関を条例により設置
することを可能とするものである。

本市では、行政改革の観点から、苦情
処理に限らず、行政改善の手法とし
て、オンブズパーソンの設置を検討して
いるところである。
また、職員による公益通報制度として、
通報に基づき調査、勧告等を行う機関
の設置を検討しているところである。
これらの制度の実効性を高めていくに
は、高い独立性を持ち、独自の権限を
持つ機関を設置する必要がある。
しかしながら、現行法の枠組みでは、執
行機関の附属機関として設置するしか
ないため、条例による執行機関の設置
を可能とするよう提案するものである。

岐阜県
多治見
市

執行機
関の条
例によ
る設置
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普通地方公
共団体の委
員会又は委
員の権限に
属する事務
の一部を、
協議により、
長に委任で
きる特区

地方自治
法第180
条の７

普通地方公共団体の委員会又は委員
は、その権限に属する事務の一部を、当
該普通地方公共団体の長と協議して、普
通地方公共団体の長の補助機関たる職
員若しくはその管理に属する支庁若しく
は地方事務所、支所若しくは出張所、第
二百二条の四第二項に規定する地域自
治区の事務所、第二百五十二条の十九
第一項に規定する指定都市の区の事務
所若しくはその出張所、保健所その他の
行政機関の長に委任し、若しくは普通地
方公共団体の長の補助機関たる職員若
しくはその管理に属する職員をして補助
執行させ、又は専門委員に委託して必要
な事項を調査させることができる。ただ
し、政令で定める事務については、この
限りではない。

C Ⅰ

　地方公共団体の委員会・委員制度は、権力
の集中を排除し、民主的な行政運営の公正妥
当を期するところにあり、各委員会・委員の組
織や権限は、それぞれ法律で定められ、特定
の事務のみを処理することとされている。この
ため、各委員会・委員の権限に属する事務を協
議によって長に委任できるようにすることは、こ
うした執行機関の多元主義の趣旨を没却せし
めるものであり、認められるものではない。
一方、地方自治の本旨の実現に資するとの観
点から、地方公共団体の組織編制に関する自
主性の拡大の必要性も認識しているところであ
る。
このため、第２８次地方制度調査会における議
論も踏まえ、委員会・委員制度の見直しについ
て検討してまいりたい。

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。
　また、委員会・委員制
度の見直しに関し、第
28次地方制度調査会
における検討状況及び
今後の検討スケジュー
ルを明らかにされた
い。

　　地方公共団体の委員会の多元主義を確保するため
に現行制度が必要であることは理解できるが、住民
ニーズが多様化しており、委員会の権限として残してお
くよりも、むしろ長に委任した方がより高い市民サービ
スと効率性が期待できる場合があるので、地方制度調
査会において前向きに検討されたい｡

C Ⅰ

　地方公共団体の委員会・委員制度は、権力の集中を排
除し、民主的な行政運営の公正妥当を期するところにあ
り、各委員会・委員の組織・権限は、それぞれ法律で定め
られ、特定の事務のみを処理することとされている。
一方、地方自治の本旨の実現に資するとの観点から、地
方公共団体の組織編制に関する自主性の拡大の必要性
も認識しているところである。
　このため、第２８次地方制度調査会における議論も踏ま
え、委員会・委員制度の見直しについて検討してまいりた
い。第２８次地方制度調査会においては、これまで平成１
６年１０月１４日、１２月１７日、５月１３日の３回にわたり専
門小委員会で議論が行われたところであり、その設置期
限は平成１８年２月末である。
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0 地方自治法第180条の７の規定を改正

し、普通地方公共団体の委員会又は委
員の権限に属する事務を、当該普通地
方公共団体の長に委任できるようにす
る。

本市では、教育委員会の権限に属する
社会教育に関する事務、スポーツに関
する事務を市長部局で行うため、機構
改革を行う予定である｡しかしながら、
地方自治法第180条の７では普通地方
公共団体の委員会又は委員の権限に
属する事務については、長に対して委
任できる規定になっておらず、長の補
助機関たる職員等への事務委任、補助
執行にとどまっている｡
　同法第180条の2では、長の権限に属
する事務の一部の委員会又は委員へ
の委任が認められているため、逆の
ケースも認められるべきであり、事務委
任に基づき長が自ら規則を定めて責任
を持って事務を執行することができるよ
う、同条の改正を行うものである｡

岐阜県
多治見
市

普通地
方公共
団体の
委員会
又は委
員の権
限に属
する事
務の一
部を、
協議に
より、長
に委任
できる
特区
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土地開発公
社が行う附
帯的な業務
に係る規制
改革

公有地の
拡大の推
進に関す
る法律第
１７条第２
項第１号

公有地の拡大の推進に関する法律
第１７条第２項第１号では、土地開発
公社は、地方公共団体の委託があ
る場合に、一団の土地に係る公用、
公共用施設等の造成、あるいは住
宅用地、工業用地等の造成事業とあ
わせて整備されるべき公共施設又は
公用施設の整備を行うことができる
とされている。

D-1

　駐車場の管理・運営は「一団の土地に係る公
用、公共用施設等の造成、あるいは住宅用地、
工業用地等の造成事業とあわせて整備される
べき公共施設又は公用施設の整備」にはあた
らないことから、公有地の拡大の推進に関する
法律第１７条第２項第１号によると、土地開発
公社は、市から委託を受けて駐車場の管理・運
営を行うことはできない。
　しかし、同項第２号では、公社は、国、地方公
共団体その他公共的団体の委託に基づき、土
地の取得、管理に関連する業務を行うことがで
き、公社が従前保有していた土地について、市
がこれを再取得し暫定的に駐車場として利用す
る場合、土地開発公社が市の委託を受けてそ
の管理を行うこともできる。

　貴省回答では「D-1
（現行規定により対応
可能）」ということである
が、
市の委託による駐車場
の管理を、公有地の拡
大の推進に関する法律
第17条第2項第2号の
「その他これらに類する
業務」として土地開発
公社が行うことが可能
であるのか、再度検討
し、回答されたい。

D-1

公有地の拡大の推進に関する法律第１７条第２項第２号
の「その他これらに類する業務」として、土地開発公社が
従前保有していた土地について、市が暫定的に駐車場と
して利用する場合、市の委託を受けてその管理を行うこと
は可能である。
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大月市では、平成４年度から５年度にかけて、大月
市土地開発公社に委託し、国鉄清算事業団用地を
取得しております。当該用地につきましては、土地開
発公社が駐車場として暫定利活用を行っていました
が、暫定利活用は国鉄清算事業団用地も含め概ね
１０年とされておりますので、大月市が土地開発公社
健全化計画を策定し土地開発公社から段階的に再
取得を行っているところであります。しかしながら、昨
今の厳しい行財政運営の中で、事業計画が思うよう
に進まず再取得した国鉄清算事業団用地をそのま
ま保有しているのが現状であります。そこで、大月市
としては、事業実施までの間、再取得した土地を駐
車場として暫定的に利活用を図りたく、その管理・運
営を土地開発公社に委託したいと考えております。し
かしながら、公有地の拡大の推進に関する法律第１
７条第２項第１号の規定では、土地開発公社の業務
はあくまで附帯的な業務であり、市有地である駐車
場を土地開発公社が管理することはできないとのこ
とであります。大月市といたしましては、市有地を公
共の駐車場として提供し、住民サービスの向上を図
ると共に、少しでも市の財源確保を図るため、管理・
運営を土地開発公社に委託できるようにと、規制の
改革を願うものであります。

土地開発公社から再取得した市有地を
暫定的に公共の駐車場として提供し、
住民サービスの向上を図ると共に、市
の財源確保に務めたく土地開発公社に
管理・運営を委託する。

山梨県
大月市

土地開
発公社
が行う
附帯的
な業務
に係る
規制改
革
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土地開発公
社保有地の
賃借事業の
範囲拡大に
関する特例

公有地の
拡大の推
進に関する
法律第１７
条

「土地開発
公社の保
有地の賃
貸等の運
用方針につ
いて」の改
正について
（平成16年
12月27日
総行地第
146号）

　土地開発公社が保有する土地へ
の事業用借地権設定については、
公有地の拡大の推進に関する法律
第１７条第１項第２号に基づく造成地
についてのみ、構造改革特別区域
法施行令（平成１５年政令第７８号）
により特区のみの特例措置として、
事業用借地権を設定し業務施設等
の用に供するために賃貸することが
認められ、その後、平成１６年１２月
に公有地の拡大の推進に関する法
律施行令を改正し、地域を限定する
ことなく全国において実施することと
されている。

C

　事業用借地権の設定が公有地の拡大の推進に関す
る法律第１７条第１項第２号に基づく土地に限って認め
られているのは、土地造成事業が土地開発公社自らの
判断と責任において行われるものであり、造成地を広く
民間事業者へ売却することを目的とするものであるとこ
ろ、民間事業者へ賃貸を行うことも売却に準ずるものと
して考えられるのに対し、公共用地先行取得事業は、設
立団体等により再取得されることを前提としており、それ
により公社が取得した土地を民間事業者に賃貸するこ
とは、先行取得事業の趣旨に反し、公社の健全性も損
なうおそれがあることから、公拡法第１７条第１項第１号
に基づき土地開発公社が保有する土地（１号土地）につ
いて、事業用借地権の設定を認めることはできない。
　なお、１号土地の賃貸については、土地開発公社経営
健全化対策の一環として、民間事業者への貸付により
有効利用を図ることを目的として、地方公共団体が公社
の債務保証等対象土地を取得する場合、地方債措置を
講じている（平成１６年１２月２７日付総務事務次官通
知）。
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平成17年2月に公有地の拡大の推進に
関する法律施行令の改正により、同法
第17条第1項第2号に規定する土地開
発公社保有地の事業用借地権の設定
が可能となっており、同様に同法第17
条第1項第1号に規定する公社保有地
の事業用借地権の設定について拡大
を求めるもの。

土地開発公社保有地は、海辺に面し、
またJR駅に隣接し、さらに松島観光の
玄関に位置しており、当該保有地を含
めた区域について、地理的優位性を活
用した総合的な整備を進めている。
当該地区の土地利用について、産学官
及び市民から構成する組織を設立して
平成16年9月にグランドデザインを策定
したところであり、商業の振興、定住人
口の増加、観光客の誘導による交流人
口の拡大を図り、空洞化する中心市街
地の再生を目指している。

宮城県
塩竈市

中心市
街地活
性化特
区構想
（塩竈
市「海
辺の賑
わい地
区」整
備事
業）
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地方公務員
の自己都合
による一定
期間離職制
度

地方公務
員法第１５
条、第１７
条第４項

職員の任用は、受験成績、勤務成績
その他の能力の実証に基づいて行
わなければならない。
人事委員会を置かない地方公共団
体においては、職員の採用及び昇任
は、競争試験又は選考による。

C

公務員は、全体の奉仕者であり、原則として公
務に専念すべき義務を負うものである。
提案にあるような制度を設け、職員に対して特
別な便宜を図ることは、住民・国民から納得を
得ることは到底難しいものと考える。
なお、職員を地方公務員のまま民間企業等へ
派遣し、能力開発を行うことは現行制度上も可
能である。

　提案の内容を実現す
るに当たっての問題点
を示されたい。
　また、右の提案主体
からの意見を踏まえ、
再度検討し、回答され
たい。

当該制度は、職員の権利として認めるものでなく、職員
に対して特別な便宜を与えるものでもない。この制度の
前提は、その職員が有能であることを評価するところに
あり、あくまでも有能な人材を行政として確保するところ
にある。例えば、配偶者の海外赴任、大学に行って再
度専門的に学びたいなどの理由による有能な職員の
退職を防ぐ手段になると考えている。

C

　一旦退職した元職員が一定期間経過後にも採用するに
足る能力を有しているのであれば、任命権者が当該元職
員に対して再度の採用を行うことも現行制度上可能であ
る。
　逆に、一定期間後の再度の採用を約した離職制度を設
けた場合、元職員の能力が低下し、採用の基準に達しな
くなったとしても、任命権者側には採用の義務が生じるた
め、任用の根本基準である能力実証主義の観点から適当
ではない。

　右の提案主体からの
再意見を踏まえ、提案
の趣旨が実現できない
か、再度検討し、回答さ
れたい。

提案している制度は、特に有能な職員が一旦離職しなければならない状況となっ
たときに、行政としてその能力を確保しておくための制度である。また、能力の実
証は、行政事務の執行を通じてこれまで積み重ねてきた実績、成果などを総合的
に判断するものであり、離職期間中の能力の低下を心配することよりも、より能力
が実証された制度といえる。なお、離職制度がどうしても難しいと判断する場合
は、自己都合による一定期間の休職制度を併せて考えていただきたい。

C

　前回から指摘しているとおり、一旦退職した元職員が一定期間
経過後にも採用するに足る能力を有しているのであれば、任命
権者が当該元職員に対して再度の採用を行うことも現行制度上
可能であり、また、任命権者が再度の採用を行う際に、「提案主
体からの再意見」にあるように、当該元職員の「これまで積み重
ねてきた実績、成果などを総合的に判断」して能力実証をするこ
とも可能である。
　また、「提案主体からの再意見」には、前回指摘した、「一定期
間後の再度の採用を約した離職制度を設けた場合、元職員の
能力が低下し、採用の基準に達しなくなったとしても、任命権者
側には採用の義務が生じるため、任用の根本基準である能力実
証主義の観点から適当ではない」という問題に対する論理的な
反論が無い。
　以上のことから、一定期間経過後の再雇用を約した離職制度
を認めることはできない。
　なお、自己都合による一定期間の休職制度については、民間
企業等においても一般的な制度ではなく、公務員の身分保障に
対する批判が強い中で、住民・国民から納得を得ることは困難と
考えられるため、認めることはできない。
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一定期間経過後の再雇用を約した離
職制度

事前の申し出により一定期間経過後
（最長４年）に再雇用することを約して
離職する制度を創設する。

神奈川
県逗子
市

地方公
務員の
自己都
合によ
る一定
期間離
職制度
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臨時職員の
期間延長

構造改革
特別区域
法第２４条
第１項

地方公共団体の提案を踏まえ、特区
として特例を講ずることにより、当該
地域における経済的社会的効果が
認められることを前提に、例えば特
区における人材の需給状況等に鑑
み、更新時における後任の確保が困
難な場合等の一定の場合について、
一年を超えた臨時的任用を措置

C

　規制の特例事項の内容と提案理由との関係
が明らかでない。
　当該特例措置は、正式任用の例外として能力
実証を経ることなく行うことのできる臨時的任用
について、特区における一定の事情にかんが
み特例的に柔軟化を図ったものであり、公務能
率の確保等の観点からは、更なる柔軟化を安
易に行うことには問題があるものと考える。
　なお、そもそも、従来の規制について法律に
より特例措置の規定を設けたにもかかわらず、
当該規定自体を再び「規制」と観念して一層の
緩和を求めることについては、疑念がある。
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 地方公務員に係る臨時的任用事業の
特例措置の第１号中「、当該構造改革
特別区域における人材の需給状況等
にかんがみ」を削り、第３号中「の見直
しに応じた業務量の一時的な変化によ
り生ずる職制又は定数の改廃等」を削
る。

個別の自治体の実態に即した、柔軟な
臨時的任用を可能にし、雇用の拡充を
図りながら、歳出の総額を抑制する。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区構
想
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地方公務員
の勤務条件
の弾力化

地方公務
員法第２４
条第５項

地方公務員の勤務条件を定めるに
当たっては、国及び他の地方公共団
体の職員との間に権衡を失しないよ
うに適当な考慮が払われなければな
らない。

C

　地方公務員法第２４条第５項の規定は、現行
においても国や他の地方公共団体と均衡を失
しない範囲であれば、「規制の特例事項の内
容」にあるように、地方公共団体が地域の実情
に応じ自主性を発揮することが可能な規定であ
る。
　なお、平成１６年６月の地方公務員法等の改
正では、貴団体の要望も踏まえ、地方公務員
制度全体のバランスを図りながら、任期付短時
間勤務制度を措置したところ。
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地方公務員法第２４条第５項中「当たつ
ては」の次に「地域の実情に応じた自主
性が発揮されるとともに」を加える。

地方公務員の勤務条件の弾力化によ
り、多様な人材と協働して自治体を運
営し、人件費の抑制を図る財政構造改
革を進める。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区構
想
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 04 総務省（特区）

管
理
コ
ー
ド

規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

管
理
番
号

規
制
特
例
提
案

事
項
管
理
番
号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

プロジェ
クトの名
称

0
4
3
0
1
5
0 一般職員の

任期付採用
条件の弾力
化

地方公共
団体の一
般職の任
期付職員
の採用に
関する法
律第４条

一定の期間内に終了することが見込
まれる業務等に従事させる場合に
は、条例で定めるところにより、職員
を任期を定めて採用することができ
る。

C

　地方公務員の任用・勤務形態の多様化を図
る場合にあっても、公務の中立性の確保や職
員の長期育成を基礎とする公務の能率性の追
求等の観点から、任期の定めのない常勤職員
を中心とする公務の運営という現行地方公務
員制度の原則は維持されるべきものであり、事
実上無原則に任期付採用が行われることは妥
当でない。
　なお、国の政策に左右される地方公共団体の
現状では業務の特定をすることが困難であるこ
とを提案理由としているが、地方公共団体独自
の判断により実施できる業務に任期付職員を
従事させることができるケースも少なからずあ
るものと考える。
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地方公共団体の一般職員の任期付採
用に関する法律第４条第１項中「職員を
次の各号に掲げる業務のいずれかに
期間を限って従事させることが」を削
り、同項各号を削り、同条第２項中「前
条第１項各号」とあるのを「前条第１項」
に改める。

　現在の厳しい財政状況と将来の行政
運営を勘案し、一般職員の任期付採用
条件の弾力化により、雇用の創出と地
方自治体の財政構造改革を進める。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区構
想

0
4
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通勤奨励手
当の創設特
区構想

①地方自治
法（昭和22年
法律第67号）
第204第2項
及び第204条
の2
②地方公務
員法（昭和25
年法律第261
号）第24条第
3項
③一般職の
職員の給与
に関する法
律（昭和25年
法律第95号）
第12条第1項

○地方自治法（昭和22年法律第67号）
第204条第2項
普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、調整手当、
住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、
特地勤務手当（これに準ずる手当を含む。）、へき地手当（これに準ずる手
当を含む。）、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜
間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特
別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手
当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農
林漁業普及指導手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当を含
む。）又は退職手当を支給することができる。
第204条の２
普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く
条例に基かずには、これを第二百三条第一項の職員及び前条第一項の
職員に支給することができない。

○地方公務員法（昭和25年法律第261号）
第24条第3項
職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民
間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならな
い。

○一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）
第12条第1項
通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用
してその運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とす
る職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職
員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するも
のとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号
に掲げる職員を除く。）

C

　通勤手当は、通勤のために交通機関等を利用する
場合、その運賃等の経費が職員の生計費に及ぼす
圧迫を緩和しようとする趣旨の手当であり、実費弁
償的性格を有するものである。
  　提案のように、①地球環境への負荷軽減、②交
通渋滞緩和、③健康増進などの政策目的のために
行う職員への給付は、そもそも通勤手当の趣旨にそ
ぐわないものである。また、各地方公共団体が通勤
手当以外の法律等に定められていない給付として任
意に支給することは、給与の実態を混乱させること
になりかねず、地方自治法第204条の手当の制限列
挙及び第204条の２の給与等の支給制限により地方
公務員の給与体系の公明化を図ろうとした趣旨を没
却するものである。
  　なお、国家公務員においては、上記趣旨の手当
は設けられておらず、地方公務員については地方公
務員法第24条に体現されている均衡の原則に照らし
て、このような国の取扱いとの均衡が求められるもの
である。

　本提案では、地球環
境への負荷軽減、交通
渋滞緩和、健康増進な
どの観点から、実費弁
償的性格をもつ通勤手
当とは別に、遠距離徒
歩通勤奨励手当を創設
することを求めている。
　この点及び右の提案
主体からの意見を踏ま
え、再度検討し、回答さ
れたい。

　通勤手当とは、その運賃等の経費が職員の生計費に
及ぼす圧迫を緩和しようとする趣旨であることは理解で
きます。しかしながら、地球環境への負荷軽減や交通
渋滞緩和などの政策目的のために行う給付は通勤手
当の趣旨にそぐわないという貴省見解につきまして意
見を申し上げます。そもそも、現行法規において通勤距
離が片道２ｋｍ以上の自転車、そりなどの交通用具を
使用することを常例とする者については一定の通勤手
当が支給されることになりますが、これらの者と徒歩通
勤者とではどれ程の経済的負担の差違があるのでしょ
うか。むしろ、政策目的といえども環境・社会に寄与す
る徒歩通勤者に対して、自転車通勤者と同様の措置が
講じられるよう制度の改正を望むものです。

C

　再検討要請によると、「政策目的といえども環境・社会に
寄与する徒歩通勤者に対して、自転車通勤者と同様の措
置が講じられるよう制度の改正を望む」とのことだが、自
転車等の交通用具使用者に対する通勤手当は、民間の
支給状況を踏まえ、また、交通機関等利用者との均衡を
考慮し、支給することとされているものであり、提案のよう
な①地球環境への負荷軽減、②交通渋滞緩和、③健康
増進などの政策目的のために行う職員への給付とは、そ
の趣旨・性格において異なるものである。
  　環境・社会に寄与するといえども、通勤手当とは別に
政策目的による給付を行うことは、地方自治法が手当を
限定列挙し、それ以外のいかなる給付も禁止して、手当を
公明化し、給与体系が混乱することを防ごうとする趣旨に
反する恐れがあるとともに、均衡の原則といった地方公務
員給与の基本にも抵触する恐れがある。
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本市では2㎞以上の徒歩通勤者につい
ても通勤手当を支給しているが、先般
総務省より国家公務員に準じてこれを
廃止するよう要請を受けたところであ
る。しかしながら、本市としては、①地
球環境への負荷軽減、②交通渋滞緩
和、③健康増進、などの観点から、むし
ろ徒歩による通勤を推奨すべきである
と考えているところ。このような片道2㎞
以上の遠距離徒歩通勤者に対して、マ
イカー通勤者とせめて同額（むしろ同額
以上）の手当が支給可能となるよう制
度の新設・改善を望むもの。なお、本市
職員のマイカー通勤者は全職員の約8
割を占めている。

地球環境への負荷軽減、交通渋滞緩
和、健康増進、などの観点から、2㎞以
上の徒歩のみの通勤を常例とする職員
については、遠距離徒歩通勤奨励手当
を創設し、マイカー通勤者の通勤手当
と同額（むしろ同額以上）の手当が支給
できるよう制度の新設・改善を望むも
の。

岐阜県
多治見
市

遠距離
徒歩通
勤奨励
手当の
創設特
区構想

0
4
3
0
1
7
0

住民基本台
帳の大量閲
覧禁止

住民基本
台帳法第
11条

何人も、市町村長に対して、当該市
町村が備える住民基本台帳のうち第
７条第１号から第３号まで及び第７号
に掲げる事項に係る部分の写しの閲
覧を請求することができる。

C Ⅰ

住民基本台帳の閲覧制度については、個人情
報保護の観点から法改正を求める意見がある
一方で、現状では世論調査や学術調査、市場
調査等に幅広く利用されているところ。
また、住民基本台帳の閲覧制度については、
個人情報の保護に関する課題であるとともに、
市区町村の現場に深く関わる課題でもあること
から、有識者など各方面のご意見を伺う一方、
地方公共団体の実務に即した検討を行い、全
国ベースで対応する必要があるものと認識。
総務省では、本年４月に「住民基本台帳の閲覧
制度等のあり方に関する検討会」を設置し、閲
覧制度のあり方について検討しているところで
あり、１０月を目途に報告書を取りまとめていた
だく予定。総務省としては、それを受けて、法改
正を含めて抜本的な見直しを行う所存。

　貴省における住民基
本台帳の閲覧制度等
に関する抜本的見直し
に係る検討の内容を明
らかにされたい。
　また、当該検討にお
いて、本提案のように、
閲覧を原則禁止し、特
例として公用､公益の場
合に認めると条例で定
めるという措置につい
ても検討が行われてい
るのか、明らかにされ
たい。

C Ⅰ

検討会においては、閲覧制度を存続させるべきかどうか、
存続させる場合に閲覧できる主体と目的をどのように考え
るべきか等について検討していただくこととしているとこ
ろ。
制度のあり方の具体については、今後、検討が行われる
ものと承知。
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住民記録の閲覧を禁止し、特例として
公用､公益の場合に認める、と市条例
で定めることができるようにする。

条例等により、閲覧を原則禁止とする。
ダイレクトメール等の利便性を求める市
民には事業者への登録機会を与える。

神奈川
県逗子
市

住民基
本台帳
の大量
閲覧禁
止
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住民票の写
し等をはじめ
とする各種
証明書交付
事務を民間
事業者に委
託可能

○戸籍法第1
条、第10条、
第12条の2、
戸籍法施行
規則第11
条、第12条、
第14条、
○住民基本
台帳法第12
条、第20条、
住民基本台
帳法施行規
則第15条
○地方税法
第382条の3
○地方税法
第20条の10
○地方公務
員法第34条
第1項

○住民基本台帳に記録されている
者は、その者が記録されている住民
基本台帳を備える市町村の市町村
長に対し、住民票の写し等の交付を
請求することができる。
○地方団体の長は、地方団体の徴
収金と競合する債権に係る担保権
の設定等の目的で、地方団体の徴
収金の納付又は納入すべき額等の
うち政令で定めるものについての証
明書の交付を請求する者があるとき
は、その者に関する限り、これを交
付しなければならない。（地方税法20
条の10）

C Ⅰ

住民票の写し及び納税証明書等については、
住民のプライバシーに直結する等の理由から、
守秘義務を始めとする厳正な服務規律を課す
必要があり、本来地方公共団体以外の者が取
り扱うことは想定されていない。
また、住民票の写し及び納税証明書等に係る
事務は、市町村長が行う公権力の行使であり、
市町村長に留保されるべきものである。
住民票の写し等には住民情報が記載されてお
り、また、納税証明書等には税額に係る情報が
記載されていることから、守秘義務をはじめと
する厳正な服務規律を課す必要があり、委任
者による事務の取扱基準の明示や事後報告に
よるチェックなどの措置をもって代替しうるとは
いえない。

　本提案では、「提案理
由」に記載のあるとおり、
公の施設の指定管理者が
行う許可行為や民間事業
者に係る個人情報保護法
制の整備状況に鑑み、提
案の実現について問題は
ないとしている。
　また、「その他（特記事
項）」において、地公法に
より守秘義務を課すこと
及び委託契約に服務規律
を盛り込むことを代替措
置として示している。
　これらの点を踏まえ、再
度検討し、回答されたい。

C Ⅰ

市町村長が行う公権力の行使は、市町村長に留保される
必要がある。
住民票の写し交付及び納税証明書の交付は、市町村長
の行う公証行為であり、公の施設の指定管理者が行う許
可行為とは同列に論じられない。また、個人情報保護法
制についても、地方公務員に対して課せられている服務
規律と比較して、民間の個人情報取扱事業者に対して十
分な服務規律が課せられているとまではいえず、これらの
措置をもって代替しうるとはいえない。
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各種証明書交付事務を民間事業者に
委託可能とする。

○住民票の写し等
○戸籍謄抄本等戸籍に関する証明書
○印鑑登録証明書
○府市民税（所得・課税）証明書
○固定資産課税台帳記載事項証明書
○納税証明書
○軽自動車納税証明書（継続検査用）
○年金現況証明書

新たに設置する公の施設には、生涯学
習機能をメインとして、市民ニーズの高
い住民票の写し等各種証明書発行を
行う駅前サービスコーナーを併設予
定。当該施設の管理運営等は指定管
理者制度を活用し、指定管理者指定の
議決を得た民間事業者を指定し、委任
予定。さらに、各種証明書の発行業務
を民間事業者へ委託することにより、民
間ノウハウを活かした良質の市民サー
ビス提供が可能となる。

大阪府
大東市

駅前
サービ
スコー
ナー民
営化特
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地方財政再
建促進特別
措置法第２４
条第２項の
規制排除

・地方財
政再建促
進特別措
置法第２４
条第２項

・地方財
政再建促
進特別措
置法施行
令第１２条
の３第７号

地方公共団体は、国等に対し、地方
財政再建促進特別措置法第24条第
2項の規定により、同法施行令第12
条の3に規定されている場合以外、
寄附金等は支出できないこととされ
ている。

C Ⅰ・Ⅱ

○　国と地方団体間では、各々の役割に応じた経費負
担の原則が定められているところ（地方財政法等参
照）。
○　地方財政再建促進特別措置法に基づく寄附制限
は、国と地方の財政秩序を維持する観点から、自発的
寄附の名目による国から地方団体への負担の転嫁を防
止するための措置であり、規制とは趣旨が異なるととも
に、一定期間後の全国展開を前提にしている特区制度
における規制改革には馴染まない。
○　学部・学科を設置し学生に教育を行なう等、国立大
学法人において通常行われる教育研究は、国立大学法
人の最も本来的な業務。これらの経費は国立大学法
人、ひいては運営費交付金や施設費を支出する国が負
担すべき経費であって、国等の財政難を理由に地方団
体からの寄附制限を解除することは本末転倒。
○　公の施設を国立大学法人に貸し付ける際には、適
正な対価を求めることが必要。学部・学科の誘致のため
に無償貸付けを行うことは、国立大学法人ひいては国
が本来負担すべき経費を地方団体に転嫁することにほ
かならず、認められない。

　本提案は、第５次及
び第６次提案に引き続
いて行われているとこ
ろである。
　国と地方団体間の財
政秩序を維持しつつ、
提案の趣旨・目的とす
る内容の実現に資する
方策について、再度検
討し、回答されたい。

C Ⅰ・Ⅱ

○　地方財政再建促進特別措置法に基づく寄附制限は、
国と地方の財政秩序を維持する観点から、自発的寄附の
名目による国から地方団体への負担の転嫁を防止するた
めの措置であり、規制とは趣旨が異なるとともに、一定期
間後の全国展開を前提にしている特区制度における規制
改革には馴染まない。
○　学部・学科を設置し学生に教育を行う等、国立大学法
人において通常行われる教育研究は、国立大学法人の
最も本来的な業務。これらの経費は国立大学法人、ひい
ては運営費交付金や施設費を支出する国が負担すべき
経費。
○　公の施設を国立大学法人に貸し付ける際には、適正
な対価を求めることが必要。学部・学科の誘致のために無
償貸付けを行うことは、国立大学法人ひいては国が本来
負担すべき経費を地方団体に転嫁することにほかなら
ず、認められない。

　地方自治体が地域の
活性化等のため、その
施設・土地を学校（大
学）の用途に無償で提
供することについて、相
手方が私立大学（学校
法人）の場合に比べ、
相手方が国立大学法
人である場合において
貴省回答のように厳格
に制限をしなければな
らない理由を明らかに
されたい。
　併せて、提案が実現
できないか、再度検討
し、回答されたい。

C Ⅰ・Ⅱ

○　国と地方団体の間では、各々の役割に応じた経費負担の原
則が定められ、その負担区分に応じ、適正な財源配分が行われ
ているところ。したがって、この負担区分を超えて負担を行うこと
は、国と地方団体の間の財政秩序を乱すものとして許されない
とされているところ。
（地方財政法等参照）。
○　さらに再建法は、国がその優越的な地位を背景にして、本来
自己の負担すべき経費について自発的寄附という名目で地方団
体にその負担を転嫁したり、地方団体が国等の機関や施設等を
誘致する際に、国が負担をまぬがれようとして弱い立場にある地
方団体に負担を強いたりする事例が後を絶たなかったため、国
と地方団体の間の財政秩序を維持する観点から、法令上地方
団体に支出義務のない国等に対する出捐行為について、たとえ
地方団体の自発的意思に基づくものであっても、原則として禁止
することとしたもの。
○　学部・学科の誘致のために無償貸付けを行うことは、上記の
趣旨に反するものであり、認められない。公の施設を国立大学
法人に貸し付ける際には、適正な対価を求めることが必要であ
る。
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大学法人東京芸術大学が無償で使用
できるよう、地方財政再建促進特別措
置法第２４条第２項の規定を除外した
い。

■ 誘致した東京芸術大学を中核に千
住地区に集積した文化・芸術に関する
コンテンツの連携を進める。■ 東京芸
術大学の持つ世界的な人的リソースを
活用した協働・連携による市民講座や
音楽教室などの開催を通じ、区民の心
の豊かさと誇りを向上させつつ千住を
全国に名だたる文化の発信拠点として
いく。■ 区民やＮＰＯ、企業、大学の協
働による、文化・芸術コンテンツの連
携・融合を主体としたプラットホームを
完成させ、文化振興、創業、起業等に
よる地域経済の活性化を図る。

東京都
足立区

文化産
業・芸
術新都
心構想
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予算単年度
主義の廃止

地方自治
法第２０８
条、第２１
０条、第２
１１条第２
項、第２１
２条、第２
１３条、第
２１４条、
第２１５
条、第２１
６条、第２
２０条及び
第２３３条

会計年度　４月１日～３月３１日数年
度にわたるものは継続費、繰越明許
費で対応。
総計予算主義　債務負担行為は継
続費の総額又は繰越明許費の金額
の範囲内におけるものを除くほか、
予算で定めなければならない。予算
を議会に出すときは、政令で定める
予算にかかる説明書をあわせて提
出しなければならない。予算の内
容、歳入歳出予算の区分、予算の執
行、決算については政令で具体的に
定めている。

C Ⅰ

　会計年度独立の原則、現金主義をはじめとし
た地方自治法上の財務に関する規定は、地方
公共団体の財務事務を適正に行うために必要
なものであり、これらの規定の大部分を条例に
委ねることはできない。
　なお、地方自治法上の財務に関する規定は、
国の財務会計制度の検討状況を踏まえつつ、
そのあり方について検討を進めることとしてい
る。

　国において複数年度
予算のモデル事業を実
施しているとのことであ
るが、これに関連して、
貴省において提案事項
に関し、地方財務の制
度のあり方についての
検討が実施され、又は
その予定があるのか明
らかにされたい。

C Ⅰ

　地方自治法上の財務に関する規定のあり方について
は、検討を進めることとしているが、国における複数年度
にわたる事業の予算執行の弾力化のような取り組みにつ
いては、債務負担行為等の活用により、既に可能である。
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　地方自治法で単年度とされている地方自
治体の会計年度を複数年度予算に転換す
るとともに、評価に基づく決算を重視した予
算管理を行う。このため、地方自治法第２０
８条を「市町村の条例で定める。」に改正し、
同法第２１０条に「又は条例の定めるところ
により、一会計年度に執行した一切の収入
及び支出は、すべて歳入歳出決算に編入し
なければならない。」を加え、同法第２１１条
第２項中「政令で定める」を「条例で定める」
に改め、同法第２１２条及び第２１３条を削
り、同法第２１４条中「、継続費の総額又は
繰越明許費の金額の範囲内におけるもの
を除くほか」を削り、同法第２１５条、第２１６
条、第２２０条及び第２３３条中「」を「市町村
の条例で定める」に改める。

歳出の総額を抑制し、長期的な視点に
立った政策的な予算配分を行う。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区構
想
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草加市にお
いては、地
方税の納付
手段として不
動産による
物納を可能
とする。

地方自治
法第231
条の2、同
法第235
条、国税
通則法第
34条

・地方自治法第231条の2及び第235条…
地方団体の歳入は現金主義を原則とす
るものの、特例として証紙・口座振替・証
券による収入方法を制度上明定したも
の。
・国税通則法第34条…租税は金銭給付
であることを原則とし、特例として証券を
もって納付することが可能。
上記の規定により、地方税法に明文規
定はないものの地方税における租税債
権は金銭にて納付するものである。
但し、国税において一部例外的に相続税
法第41条のように適用要件に該当し許
可を得て認められる場合もある。相続税
の性格上、被相続人の財産価額を超え
ない範囲において、一時的に相続人に多
額の税額が発生する特殊性を考慮して
のことである。

C Ⅰ

地方税を滞納している者が換価可能な不動産
等を有している場合は当該滞納者自身が自己
の判断と責任において換価したうえで、納付す
べきである。
また、滞納者がこれらを換価しないまま滞納を
継続する場合については、地方税法上の滞納
処分により、差押え・換価をすべきである。
これらの手段を尽くすことなく、滞納者の選択に
よって物納を認めることは、滞納者が本来負う
べき換価リスクを地方団体に負わせることとと
なり、金銭による納付を納期内に行っている多
くの納税者との公平性確保の観点から不適当
である。

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

　換価リスクは、本来、滞納者が追うべきであるとのご意見は、ごもっともであ
り、このリスクを市が負担したまま無制限に物納を受けることが好ましくないこと
もいうまでもありません。この点については、対象となる税目を固定資産税と国
民健康保険税に限定し、何よりも、物納の可否については相続税の基準に準じ
て、市による管理処分が不適当な不動産が物納されることを防ぐことにより対処
できるものと考えております。
　また、「地方税法上の滞納処分による差押え・換価の手段を尽くすことなく、滞
納者の選択によって物納を認めることは、金銭による納付を納期内に行ってい
る多くの納税者との公平性確保の観点から不適当である」とのご指摘をいただ
きました。しかし、納税者側から見れば、滞納している税を納付する意欲がある
にもかかわらず、保有する不動産等を滞納者が自ら換価することが困難である
場合に、滞納処分としての差押さえに待つほかないというのはむしろ不合理で
あるとも考えられます。むしろ、徒に延滞金が膨らむ前に自主的な納付としての
物納を認めることにより、納税の意欲がある市民の尊厳を傷つけることなく、公
平な徴税事務を執行できるものと確信するところです。
　また、相続税の基準に準じて市による管理処分が適当な不動産のみを物納
の対象として認める等、換価リスクを最小限とすることにより、換価額や徴税コ
ストの面からも、滞納処分手続きと同等以上の結果をもたらすものと考えるもの
です。
　これらの点とあわせ、地方税が地方固有の税源であるとの認識に立ち、制限
税率撤廃等の規制改革が行われている状況も踏まえ、徴税方法についても、
地域事情に即した対処が可能となるよう、本提案の実現を改めて要望するもの
です。

C Ⅰ

地方税は、地方分権を支える重要な財源であり、地方団体が行う行
政サービスの原資として用いるため、金銭で納付するのが原則であ
る。このため、一地域に限って原則外の納付手段を認めることは適
当ではない。予見しがたい多額の納税義務が一時的に発生すると
いう税の性格から、一定の相続財産に限ったうえで物納を認めてい
る相続税とは異なり、毎年定期的に賦課される固定資産税や国民
健康保険税を納税することは、十分予見可能であり、その額も資産
等の価格に比すれば低水準であって、相続税のように物納を認める
べき事情は見あたらない。
また、物納は当該不動産の換価につき、税務当局にかなりの事務負
担と換価リスクを強いるものであり、固定資産税等については、その
課税件数も膨大であることから、それに伴う事務負担も非常に大き
なものとなる。納期内に納税義務を果たす多くの納税者については
金銭での納付を義務づけつつ、滞納者に限って物納選択を認める
のは、他の納税者の理解が得られない不公平な取扱いであり、不適
当である。これらの税の滞納者が、換価可能な不動産を所有してい
る場合には、自ら換価したうえで納税すれば足りるのであって、換価
しないまま滞納を継続する場合については、地方税法上の滞納処分
により、差押え・換価すべきである。

　右の提案主体からの
再意見を踏まえ、再度
検討し、回答されたい。

　本市から提出した意見書へのご回答を頂きありがとうございます。
　はじめに「納期内に納税義務を果たす多くの納税者については金銭での納付を義務づけつつ、滞納者に
限って物納選択を認めるのは、他の納税者の理解が得られない不公平な取扱いであり、不適当である。」との
ご意見についてですが、当然のことながら、納税者間の公平性を欠く取扱いでは、市民・議会の合意を得られ
るものではありません。この点に万全を期した上で、本提案が特区で認められた場合にも、当該事務を執行す
るためには市税条例の改正について本市議会の議決を得る必要があり、全市民の代表である議会の議決を
得ることができれば、これ即ち「他の納税者の理解」を得られたことに他ならないと考えます。
　次に、「毎年定期的に賦課される固定資産税や国民健康保険税を納税することは、十分予見可能であり、そ
の額も資産等の価格に比すれば低水準」とのご指摘についてですが、リストラ退職直後の国民健康保険税や
相続発生直後の固定資産税等、予測が困難であり、税額も決して低額であるとは言えない税目もございま
す。
　特に、相続の発生により納税が困難となった市民の場合、相続税は物納が可能であるにもかかわらず、当
該相続財産に課せられた固定資産税や当該相続財産に基づく資産割を加算された国民健康保険税をやむな
く滞納しておられる市民が少なくありません。
　滞納されている方は、納税意欲と不動産をお持ちであるにも関わらず、現金の持ち合わせがないために、不
動産の売却にも行き詰まり大変に困惑しており、市としても、いずれ滞納処分として差押えをし公売せざるを得
ない不動産であるならば、延滞金が膨らむ前に自主的な納付としての物納を認めたいと考えます。
　最後に、「地方税は金銭で納付するのが原則であるから、一地域に限って原則外の納付手段を認めること
は適当ではない。」とのご指摘を頂いておりますが、国が定める原則を特定の地域に限って緩和・撤廃し、そ
の成果を検証することこそが特区の趣旨であり、何卒、この趣旨に即したご回答を頂戴できますようにお願い
いたします。

C Ⅰ

前回（再検討要請時）回答したとおり、滞納者が換価可能
な不動産を有している場合には、滞納者自らが換価したう
えで納税するべきであり、税務当局に対し、換価について
の事務負担と換価リスクを強いてまで、金銭納付以外の
納付手段を認める必要性は認められない。
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草加市においては、固定資産税と国民
健康保険税の納付手段として不動産に
よる物納を可能とする。

　草加市においては、固定資産税と国
民健康保険税の納付手段として不動産
による物納を可能とする。
　いずれ滞納処分として差押えをし公
売せざるを得ない不動産については、
延滞金が膨らむ前に自主的な納付とし
ての物納を認めるべきであると考え、
提案するものである。

埼玉県
草加市

みんな
が納
得・納
税推進
（不動
産物
納）
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 04 総務省（特区）
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規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

管
理
番
号

規
制
特
例
提
案

事
項
管
理
番
号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

プロジェ
クトの名
称

0
4
3
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市長選挙にお
ける立候補者
や助役・収入
役・教育委員・
公平委員・監
査委員・固定
資産評価委
員・人権擁護
委員・監査委
員の候補者に
「個人市県民
税・固定資産
税・国民健康
保険税の納税
証明書等」の
提出を義務づ
ける

・公職選挙
法第１０条
第１項、第
１１条第１
項
・地方自治
法１６２条、
１６４条、１
６８条、１９
６条
・地方公務
員法第９条
の２第２項
及び第３項
・地方税法
第20条の
10
・地方税法
第４０４条
第２項

○市長については年齢満２５年以上の者が被
選挙権を有する。
○副出納長及び副収入役は、事務吏員の中
から、普通地方公共団体の長がこれを命ず
る。
○出納長及び収入役は、検察官、警察官若し
くは収税官吏又は普通地方公共団体における
公安委員会の委員と兼ねることができない。
○公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方
自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処
理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見
を有する者のうちから、議会の同意を得て、地
方公共団体の長が選任する。ただし、地方公
務員法の第５章に規定する罪を犯し、刑を処
せられた者等については、委員となることがで
きない。
○固定資産評価員は、固定資産の評価に関
する知識及び経験を有する者のうちから、市
町村長が、当該市町村の議会の同意を得て
選任する。（地方税法第404条第2項）

C

　市長に立候補するにあたって納税証明書の提出を義務づけ、
滞納等の理由により提出がなされない場合に立候補を制限す
ることは、法の下の平等や参政権を謳った憲法の趣旨に反する
と考えられる。（最高裁判例によると、被選挙権、特に立候補の
自由は選挙権の自由な行使の表裏の関係にあるものとして、
一般に憲法１５条１項によって保障される権利と解されてい
る。）また、執行猶予中の者や罰金以下の刑に処せられた者で
あっても立候補制限はないことから、滞納という理由によって立
候補制限をすることは均衡を欠くこととなる。
　納税証明書の提出を求め、提出がなされなくても、立候補制
限はしないが、納税証明書の提出がない旨を公表することにつ
いては、有権者に滞納の事実が明らかになることによって、選
挙の中立公平性が当初から害され、当該滞納をしている立候
補者に不利な扱いとなる。犯罪歴等は明らかにされていないこ
とから滞納の事実のみを明らかにすることはこれとの均衡を欠
くこととなる。
　また、助役・収入役・公平委員・監査委員・固定資産評価員に
ついて、その選任に際して議会に同意を求めるにあたっての提
出書類については、地方自治法、地方公務員法及び地方税法
上、特段の規定はないが、職務の適性の判断に必要かという
観点や個人情報保護の見地から慎重に検討すべきものと思
料。

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

　本提案の主旨は、滞納者の立候補の機会を奪うことにあるのではなく、草加市において市
長の職に就こうとする者は、当然に納税の義務を果たしている、または果たそうとしているこ
とを市民に明らかにすることにより、市政への信頼度が高まり、納税意欲の向上にもつなが
ることを期待するものです。
　そのため、本提案において義務づけたいと考えている「納税証明等」には、「非課税証明
書」や「納税相談を受けて期限どおりに分割納付を行っている証明」を含むものであり、いず
れの書類が提出されたかを公表するものではありません。
　従って、貴省が懸念されるように「滞納という理由によって立候補制限をする」ことや「納税
証明書の提出がない旨を公表する」ことはなく、仮に、現に滞納がある者が市長に立候補し
ようとする場合には、その時点で納税相談を受け、分割納付を開始してもらえれば良いものと
考えています。
　申すまでもなく、納税は、憲法第３０条に定められる国民の最も基本的な義務です。加えて
地方税は、均等割制度に見られるように、幅広く住民の納税を求め、受益と負担を一致させ
ることにより住民自治の振興を図ろうとするものです。このことに着目すれば、憲法に定める
納税義務が地方自治において持つ意義は、なお一層重要なものがあると思われます。
　この点からすれば、上記のことにすら応じず、「納税義務を果たそうとする意思を持たない」
場合、「当該地方における首長選挙の被選挙権者」としての資格を一時的に放棄せざるを得
ないとしても、必ずしも法の下の平等に反せず、むしろ権利と義務の調和を謳う憲法理念に
合致するものと考えるところです。
　ところで、貴省からの第１次回答の趣旨について、「助役・収入役・公平委員・監査委員・固
定資産評価員の選任に際して、議会に同意を求めるにあたって、職務の適性の判断に必要
かという観点や個人情報保護の見地から慎重な検討を行った上でも、なおかつ、必要である
と本市が判断した場合には、納税証明等の提出を義務づけても良い。」と解してよろしいか、
念のため確認をさせていただきたいと存じます。
　この点について、文部科学省及び法務省からは、それぞれ教育委員及び人権擁護委員に
ついて、同様の趣旨から「Ｄ－１（現行法で対応可）」との回答をいただいていることを申し添
えさせていただきます。

C

D-1

選挙権・被選挙権については、前回も述べたとおり、一般に憲法
１５条１項によって保障される重要な権利と解されており、公選
法において、これらの権利の制限として、成年被後見人のほか、
一般刑事犯罪や選挙犯罪により刑に処せられた者について、一
定期間、選挙権・被選挙権を停止しているところである。このよう
な中で、市長選挙に立候補するにあたって納税証明書等の提出
を義務づけ、それらの提出がなされない場合に、納税義務を果
たそうとする意思を持たないとみなし、被選挙権を停止すること
は、選挙権・被選挙権を保障している憲法の趣旨に反するととも
に、成年被後見人以外では、犯罪により刑に処せられた者に
限って被選挙権を停止している現行公選法第１１条の規定とも
著しく均衡を欠くと考えられる。また、納税の義務については、現
に脱税・滞納等を行ったときに、関係法令の規定で対処すべきも
のであり、納税義務を果たそうとする意思がないことをもって、重
要な権利である被選挙権の停止に結びつけることは適当ではな
いと考えられる。なお、助役・収入役・公平委員・監査委員・固定
資産評価員に関する確認事項については、最終的には貴市の
判断と責任であるが、当方の懸念は前回お伝えしているとおり。

　右の提案主体からの
再意見を踏まえ、再度
検討し、回答されたい。

　ご回答、有難うございました。被選挙権に関する法制度については、貴省ご説明
のとおりと承知しておりますが、そうであればこそ、特区制度を通じて現行法制度
上の限界を克服し、市民、納税者との確固とした信頼関係の上に立つ地方自治を
築きあげようとするものであることを、今一度、ご理解いただきたいと存じます。
　行政活動が、国民、住民の納める税によって賄われるものである以上、その行
政活動を国民、住民から負託を受けて執行する代表者自らが、この納税義務を果
たしていることが不可欠であることについては、異論を差し挟む余地がないものと
思われます。
　しかし、貴省からの回答にあるとおり、このことは、残念ながら現行法では制度
化されておりません。なおかつ、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務
を負う。」という日本国憲法第３０条の義務規定を捨象しつつ、被選挙権に関する
憲法の権利規定の一面のみに着目した法制度が固守されているように思われま
す。
　そのような状況において、せめて当市においては、市民、納税者の常識に沿い、
市政の舵取り役を担おうとする者に、最低限、納税の意思の確認を求めようとす
るものです。是非とも、提案の趣旨をお汲み取りいただき、意義ある進展がはか
れるご回答を賜りますよう、お願い申し上げます。

C

　　既に回答したとおり、市長選挙に立候補するにあたっ
て納税証明書等の提出を義務づけ、それらの提出がなさ
れない場合に、納税義務を果たそうとする意思を持たない
とみなし、被選挙権を停止することは、選挙権・被選挙権
を保障している憲法の趣旨に反するとともに、成年被後見
人以外では、犯罪により刑に処せられた者に限って被選
挙権を停止している現行公選法第１１条の規定とも著しく
均衡を欠くと考えられる。
　また、納税の義務については、現に脱税・滞納等を行っ
たときに、関係法令の規定で対処すべきものであり、納税
義務を果たそうとする意思がないことをもって、重要な権
利である被選挙権の停止に結びつけることは適当ではな
いと考えられる。
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　草加市においては、市長選挙におけ
る立候補者には立候補の届出時に「個
人市県民税・固定資産税・国民健康保
険税の納税証明書等」の提出を義務づ
けるものとする。
　また、助役・収入役・教育委員・公平
委員・監査委員・固定資産評価委員・人
権擁護委員・監査委員についても、市
長から議会の同意を求める際に「個人
市県民税・固定資産税・国民健康保険
税の納税証明書等」の提出を義務づけ
るものとする。

　草加市においては、市長選挙におけ
る立候補者には立候補の届出時に「個
人市県民税・固定資産税・国民健康保
険税の納税証明書等」の提出を義務づ
けるものとする。
　また、助役・収入役・教育委員・公平
委員・監査委員・固定資産評価委員・人
権擁護委員・監査委員についても、市
長から議会の同意を求める際に「個人
市県民税・固定資産税・国民健康保険
税の納税証明書等」の提出を義務づけ
るものとする。
  市民から選ばれ、市民の代表として
市政を負託されようとする者が当然に
納税の義務を果たしていることを明らか
にすることにより、市政の信頼度と納税
意欲の向上をはかろうとするものであ
る。

埼玉県
草加市

みんな
が納
得・納
税推進
（公職
者納税
証明）
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草加市にお
いては、滞
納者に限っ
て、一定の
条件のもと
に市税の納
付手段として
切手・商品券
等、換価性
の高い証票
による物納
を可能とす
る。

地方自治
法第231
条の２、地
方自治法
施行令第
155条、第
155条の
２、第156
条

地方公共団体の歳入は現金で行う
のが原則である。例外として、証券、
口座振替、郵便振替によるものがあ
る。

C Ⅰ・Ⅱ

　地方税を滞納している者が換価可能な証票等を有してい
る場合は、当該滞納者自身が自己の判断と責任において
換価したうえで、納付すべきであり、滞納者がこれらを換価
しないまま滞納を継続する場合については、地方税法上の
滞納処分により、差押え・換価をすべきである。
　これらの手段を尽くすことなく、滞納者の選択によって物
納を認めることは、滞納者が本来負うべき換価リスクを地方
団体に負わせることとなり、金銭による納付を納期内に行っ
ている多くの納税者との公平性確保の観点から適当ではな
い。
　さらに、地方公共団体の歳入は現金で行うのが原則であ
が、例外の一つとして証券による方法が認められており、現
金に代えて納付することができる証券は、地方自治令第１
５６条第１項各号に掲げられている。同項各号に掲げられて
いる小切手、郵便為替証書、無記名式の国債・地方債等の
証券は、現金としての価値を有しつつ取引されるものであ
る。
　今回の提案の商品券、切手等については、上記の性質を
有さず、また、現金に換金されることを前提とするものでは
ないことから、現金に代えて納付される証券とすることは適
当ではない。

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

　回答では、政令に掲げられていない換価物の物納については
滞納処分による差押さえによる外は、まかりならぬとのことです
が、市町村税は、税目も国税とは自ずと異なり、税額も小さなも
のが多数含まれます。これを市町村それぞれの組織事情のもと
で徴収して行く場合、国と同じような制度、方法で行うことが著しく
非効率で、現実性を欠く場合があることについて、是非、ご理解
をいただきたいと存じます。
　草加市は、特区第一次提案において「コンビニ納税」の提案をさ
せていただき、おかげ様で実現へと至りましたが、いずれの提案
にも共通することは、市町村税制の特質や、地域独自の納税者
事情等を踏まえ、いかに市民の納税を促進し、最小のコストで最
も効率的､効果的な徴税事務を実施して行くかということです。本
件についても、少額の滞納物件への対応に多くの労力を費やさ
ざるを得ない現状を踏まえ、即効性のある対応策として導入した
いと考えているものです。
　地方交付税に多くを期待できない当市にとって、市税は、市政
が拠って立つ最大の財政基盤であり、「独自の、固有の財源」で
す。どうか、この市税について、自らの責任のもとに円滑な納税
促進活動を行おうとする取り組みをご支援いただきたいと存じま
す。

C Ⅰ・Ⅱ

地方税は、地方分権を支える重要な財源であり、地方団
体が行う行政サービスの原資として用いるため、金銭で納
付するのが原則である。このため、一地域に限って原則
外の納付手段を認めることは適当ではない。商品券など
は比較的換価性が高いとはいえ額面金額そのものでの換
価はできず、換価リスクや評価をどうするかという問題も
あり、納期内に納税義務を果たす多くの納税者について
は金銭での納付を義務づけつつ、滞納者に限って物納選
択を認めるのは、不公平な取扱いであり、不適当である。
これらの税の滞納者が、貴市がいわれる「換価性の高い
証票」を所有している場合には、自ら換価したうえで納税
すれば足りるのであって、換価しないまま滞納を継続する
場合については、地方税法上の滞納処分により、差押え・
換価すべきである。

　右の提案主体からの
再意見を踏まえ、再度
検討し、回答されたい。

　改めて意見を申し述べます。
　はじめに「滞納者に限って物納選択を認めるのは、他の納税者の理解が得られない不公平な取扱いであり、不適当である。」
とのご回答をいただきました。換価リスクや評価のあり方も含めて、納期内に金銭で納税する市民が不公平さを感じない取扱
いをすることは既にご説明させていただいたとおりですが、なおそのような判断をいただくことは、大変残念なことです。
　当然のことながら、当該事務を執行するためには市税条例の改正等について市議会の議決が必要です。納税者間の公平性
を欠く取扱いでは、市民・議会の合意を得られるものではありません。この点については、地方自治の自律性へのご信頼を賜り
ますようお願い申し上げます。
　次に「滞納者が『換価性の高い証票』を所有している場合には、自ら換価したうえで納税すれば足りる」とのご指摘をいただき
ました。納税行為を「義務」としての側面からのみとらえた場合にはご指摘のとおりかもしれません。しかし、市民と共に自治を
担う基礎自治体において、ご指摘のように職員が仕事を捉え、市民に振舞うことが、市民の納税意欲を高め、徴収率を向上さ
せることにつながるでしょうか。
　「金券であれば」と納税意欲を示す市民に対して、これを拒否し、金券ショップ等で換金後に再度納税に訪れるよう促すこと
は、貴重な徴収機会を自ら放棄することにほかならず、さらには市民との関係を損なうことにもつながります。徴税現場での対
応としては、滞納者が何らかの支払い意思を示した時点で速やかに受領できる態勢を用意しておかなければ、徴収につなげる
ことが著しく困難であり、それが徴税コストの増大にもつながるのです。
  また、滞納者等が自ら金券ショップ等に行けるとも限りません。高齢や障害等のために外出が困難で、そのために商品券等を
自宅に堆蔵している市民に対して、金券ショップで換価して納税するよう督促することができるでしょうか。
　最後に、「地方税は金銭で納付するのが原則であるから、一地域に限って原則外の納付手段を認めることは適当ではない。」
とのご指摘を頂きました。国が定める全国一律の原則を特定の地域に限って規制改革し、その成果を検証することこそが特区
の趣旨であることは、今更申し上げるまでのないことと思われます。まして「地方税」は、当市においては「市税」であり、市独自
の、固有の財源です。何卒、そのことを改めてご理解いただき、「市税」の徴収方法の詳細が全国一律でなければならないとい
う枠組み自体を、地方自治の本旨に照らしてご検証いただきたいと存じます。
　その上で、この「市税」について、自らの責任のもとに円滑な納税促進活動を行おうとする取り組みをご支援いただきますよう、
改めて要望いたします。

C Ⅰ・Ⅱ

前回（再検討要請時）回答したとおり、商品券などは額面
そのものでの換価は出来ず、換価リスクや評価をどうする
のかという問題もあり、また、納期内に金銭での納税義務
を果たしている他の納税者との公平性の観点からも不適
当である。
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0 　草加市においては、滞納者に限って、

一定の条件のもとに市税の納付手段と
して切手・商品券等、換価性の高い証
票による物納を可能とする。

　草加市においては、滞納者に限って、
確実に現金に換わる証票についても、
一定の条件のもとにこれを納税対象と
することを認め、徴収活動の効果を高
め、納税意識の向上をはかろうとするも
のである。

埼玉県
草加市
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草加市におい
ては、身体障
害者あるいは
身体障害者と
生計を一にす
る者が使用す
る軽自動車に
賦課される軽
自動車税につ
いて、当初の
１回のみ減免
申請を行えば
翌年度以降も
減免を継続で
きるものとす
る。

地方税法
第４５４条

軽自動車税は、市町村の条例の定
めるところにより、特別な事情がある
場合において減免することができ
る。

D-1 -

地方税法第４５４条に基づく軽自動車税の減免
措置については、納税義務者の特別の事情を
考慮して市町村が条例の定めるところにより、
当該年度における納税義務を消滅（免除）させ
るものである。その要件の確認方法は、他の納
税義務者との公平性の確保に留意しつつ、そ
の具体的な運用については各市町村の判断に
委ねられている。

　貴省回答は「D-1（現行
の規定により対応可能）」
ということであるが、提案
の趣旨は、身体障害者等
が使用する軽自動車に係
る軽自動車税について、
当初の１回のみ減免申請
を行えば翌年度以降も減
免を継続できるようにす
る、すなわち減免手続を
当初の１回に限り、次年
度（2回目）以降の手続を
省略するというものであ
る。
　当該措置を現行制度上
行うことができるのか、再
度検討し、回答されたい。

D-1 -

税の減免措置については納税義務が発生する年度ごとに
行われるものであるため、何らかの確認（身体障害者本
人が生存しているかどうか等）は当然行われるべきものと
考えているが、他の納税義務者との公平性の確保に留意
しつつ、（課税庁が申請者に代わって確認することにより
毎年度の申請手続きを免除するなど、）その具体的な運
用については各市町村の判断に委ねられている。
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草加市においては、身体障害者あるい
は身体障害者と生計を一にする者が使
用する軽自動車に賦課される軽自動車
税について、当初の１回のみ減免申請
を行えば翌年度以降も減免を継続でき
るものとする。

　草加市においては、身体障害者ある
いは身体障害者と生計を一にする者が
使用する軽自動車に賦課される軽自動
車税について、当初の１回のみ減免申
請を行えば翌年度以降も減免を継続で
きるものとしたい。
　税の減免は毎年度の本人からの申請
に基づくべきであるとの基本姿勢は理
解しているが、障害者に対する減免制
度の趣旨を活かすため本提案を行うも
のである。
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無線局の識
別信号（呼出
呼称）が一つ
と定められて
いることの緩
和

電波法第
１４条、第
１９条

無線局の識別信号は、免許を付与
する際に、無線局を識別するため
に、無線局ごとに総務大臣が指定す
る。

D-1

　無線局の識別信号（呼出名称）は、その無線
局を他の無線局から識別するために付与する
ものであり、複数の呼出名称の付与は、通信相
手（受信者）にその無線局の特定に混乱を生じ
させることから一般的には一つの呼出名称を指
定している。本件の場合、識別信号の後に「○
○からの広報です。」や「防災情報です。」と
いった伝達したい内容を付け加えることなど、
運用方法を工夫することにより、問題なく運用
できるものと考えている。しかしながら、防災情
報と一般行政情報とを区分して受信者に明確
に伝達するために、２つの呼出名称の付与が
必要と考えられるならば、それも可能である。

　貴省回答は「D-1（現
行の規定により対応可
能）」ということである
が、現行制度により、
提案事項が実現できる
のか、再度検討し、回
答されたい。

D-1

　現行制度でも提案事項を実現することは可能である。
　そのためには、逗子市の地域防災計画や防災行政無線
管理運用規程等において、防災行政無線を活用した住民
への情報伝達手段として、防災情報と一般行政情報を明
確に区別して情報伝達を行うことを位置付け、必要な運用
体制の確保、住民への周知を図ることなどが必要である。

1
0
6
2

1
0
6
2
1
0
1
0

無線局の識別信号（呼出呼称）を、一
免許に対し、複数設定する。

防災行政用無線局について、放送内容
に応じ、防災放送用の識別信号「ぼうさ
いずし」と一般行政送用の識別信号「こ
うほうずし」を併用するもの。
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コミュニティＦ
Ｍ放送局に
よる出力上
限基準の緩
和

放送用周
波数使用
計画（昭
和６３年郵
政省告示
第６６１
号）第１総
則１０

空中線電力は、原則として２０Ｗ以
下で必要最小限のものとする。

C

コミュニティ放送は、「商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レ
クリエーション、教養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域
等、コミュニティ放送の特性が十分発揮されることが見込まれる区域において、
その普及を図ること」を目的とするものであり、コミュニティ放送局は、一般の放
送局と異なり、各市区町村において当該地域に密着したきめ細かな情報の提
供を促進する観点から制度化された小規模な放送局である。
コミュニティ放送局は、使用周波数が限定されるとともに、空中線電力について
も放送区域の広狭にかかわらない一律の上限（20W）が定められ、放送区域が
一の市町村（特別区を含み、地方自治法第２５２条の１９に規定する指定都市に
あっては区）の一部の区域に限定される代わりに、一般の放送局において必要
となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることなく、簡易かつ迅速な手続き
（先願主義）で開局を可能としているものである。
したがって、提案のようにコミュニティ放送についての空中線電力の制限を緩和
することは、コミュニティ放送の制度目的を逸脱し、一般の放送局と異なる規律
を適用する根拠を失わせることとなり不適当である。
なお、地理的条件、広域な行政区域を考慮し必要な放送対象地域をカバーする
必要があり、一の放送局によりカバーすることが困難な場合は、アンテナの設
置場所の見直しや中継局の設置など現行制度下において対処が可能である。
また、災害時においてコミュニティ放送を活用し、災害情報等を伝送することは
望ましいことと言えるが、災害情報はコミュニティ放送制度が本来想定する放送
の主たる内容とは言えず、災害情報等の住民への周知・広報については、コ
ミュニティ放送の他にも、県域放送も含む各種の放送や防災行政無線等、多様
なメディアの活用が可能であり、更に災害時の実際のニーズに応じて、災害対
策の放送を行う臨時目的放送局を迅速に開設することも可能である。

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

平成１１年３月に出力上限を１０Ｗから２０Ｗに規制緩和されていること
は、出力上限の規制緩和がコミュニティ放送の制度趣旨を逸脱するもので
ないことを裏付けている。特区本来の制度趣旨は、実態に合わなくなった
国の規制を緩和するものであるが、今回の回答においてその規制緩和を
認めないとする具体的内容が示されていない。出力上限の規制緩和がコ
ミュニティ放送の趣旨に反するという見解以外に、出力上限の緩和を認め
られないとする根拠（出力上限を緩和することによる具体的弊害）を示され
たい。さらに回答において、より広域的なエリアを対象地域とする場合の
方策としてアンテナの設置位置の見直しや中継局の設置で対応が可能と
あるが、それらが費用的にも実施困難なために比較的安価で対応できる
出力上限の緩和を選択するものである。また、災害時には県域放送や臨
時目的放送局の開設で対応可能とあるが、災害は往々にして不意に、ま
た局所的に発生するうえ、状況もリアルタイムに伝達する必要があること
から、前述の代替手法では十分とはいえない。いずれにしてもラジオは広
く普及しており、道路の寸断などの理由により孤立しても最新の情報を入
手することができるアイテムであり、その情報を提供するコミュニティ放送
の「きめ細やかな情報伝達を通じ地域住民の生命・財産を守る」という役
割は、今後より一層大きくなるものと考える。最後に、当市は世界最大級
の原子力発電所が稼動しており、住民への災害情報の伝達手段を二重三
重に確保する必要があることをご理解のうえ、特区制度の活用による規制
緩和をお願いしたい。

C

過去に空中線電力の制限を緩和してきた経緯はあるが、20Wより制限の緩和
を必要とするような状況の変化は現状では認められない。
　さらに、超短波放送に使用できる周波数帯は限られており、新潟県では、そ
の周波数帯をNHK、県域の一般放送事業者２社及び各コミュニティ放送事業
者で利用している。放送用周波数は現時点でも極めて逼迫しており、空中線
電力の増力は、周辺地域における既存の放送局等と混信を生じる可能性を
高めること、周辺地域における今後のコミュニティ放送の開設を事実上困難に
し、むしろコミュニティ放送の普及に支障を生じることとなることから、特区とい
う限られた地域であっても実施することは不適当である。
　アンテナの設置場所の見直しや中継局の設置は費用的に実施困難とのこと
だが、現にアンテナを高所に設置、又は中継局を設置しているコミュニティ放
送事業者が存在するところであり、一般的に中継局の設置等がコストの点か
ら困難とは考えられない。
住民への災害情報の伝達手段としては、防災行政無線のほか、災害対策基
本法に基づく指定公共機関又は指定地方公共機関として避難勧告の伝達な
ど災害応急対策の実施について法的責務を負ったNHK及び県域の一般放送
事業者によりラジオの中波放送、超短波放送が確保されており、災害・緊急情
報等の住民への周知・広報は多種多様な手段が可能である。また、これらの
機関を通じた防災・災害情報の伝達を更に迅速・正確なものとすることについ
ては、各所で検討が進められているところである。
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る２０Ｗを規制緩和することにより、市
内全域においての受信が可能となるレ
ベルまでの出力増強を図る。

出力増強を実現することにより、コミュ
ニティＦＭ放送局において受信エリアを
拡大した地域コミュニティ放送事業の実
施
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コミュニティ
放送の空中
線電力（出
力）の上限基
準の緩和

放送用周
波数使用
計画（昭
和６３年郵
政省告示
第６６１
号）第１総
則１０

空中線電力は、原則として２０Ｗ以
下で必要最小限のものとする。

C

コミュニティ放送は、「商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レ
クリエーション、教養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域
等、コミュニティ放送の特性が十分発揮されることが見込まれる区域において、
その普及を図ること」を目的とするものであり、コミュニティ放送局は、一般の放
送局と異なり、各市区町村において当該地域に密着したきめ細かな情報の提
供を促進する観点から制度化された小規模な放送局である。
コミュニティ放送局は、使用周波数が限定されるとともに、空中線電力について
も放送区域の広狭にかかわらない一律の上限（20W）が定められ、放送区域が
一の市町村（特別区を含み、地方自治法第２５２条の１９に規定する指定都市に
あっては区）の一部の区域に限定される代わりに、一般の放送局において必要
となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることなく、簡易かつ迅速な手続き
（先願主義）で開局を可能としているものである。
したがって、提案のようにコミュニティ放送についての空中線電力の制限を緩和
することは、コミュニティ放送の制度目的を逸脱し、一般の放送局と異なる規律
を適用する根拠を失わせることとなり不適当である。
なお、地理的条件、広域な行政区域を考慮し必要な放送対象地域をカバーする
必要があり、一の放送局によりカバーすることが困難な場合は、アンテナの設
置場所の見直しや中継局の設置など現行制度下において対処が可能である。
また、災害時においてコミュニティ放送を活用し、災害情報等を伝送することは
望ましいことと言えるが、災害情報はコミュニティ放送制度が本来想定する放送
の主たる内容とは言えず、災害情報等の住民への周知・広報については、コ
ミュニティ放送の他にも、県域放送も含む各種の放送や防災行政無線等、多様
なメディアの活用が可能であり、更に災害時の実際のニーズに応じて、災害対
策の放送を行う臨時目的放送局を迅速に開設することも可能である。
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ことによる災害時に市民へきめ細かい
生活情報等を伝えるなどして、防災体
制の強化を図ります。

災害時に小樽全域の市民を対象に、安
否確認から電気、ガス、水道などのライ
フラインや避難所の情報、学校・授業の
再開状況、銭湯やコインランドリーなど
の生活情報をきめ細かく放送すること
が、二次災害を未然に防ぐことに繋が
ります。このように緊急時に防災無線と
相互に補完してのコミュニティ放送の役
割は、今後ますます重要といえます。
小樽の地形状の理由から、現在の２０
Ｗでは難聴地域（銭函・桂岡・塩谷・忍
路・蘭島）がありますことから、５０Ｗに
増強して、難聴地域を平時の時から解
消し、突然の災害に対応できうる地域
防災体制の確立を図るものです。
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空中線電力は、原則として２０Ｗ以
下で必要最小限のものとする。

C

コミュニティ放送は、「商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レ
クリエーション、教養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域
等、コミュニティ放送の特性が十分発揮されることが見込まれる区域において、
その普及を図ること」を目的とするものであり、コミュニティ放送局は、一般の放
送局と異なり、各市区町村において当該地域に密着したきめ細かな情報の提
供を促進する観点から制度化された小規模な放送局である。
コミュニティ放送局は、使用周波数が限定されるとともに、空中線電力について
も放送区域の広狭にかかわらない一律の上限（20W）が定められ、放送区域が
一の市町村（特別区を含み、地方自治法第２５２条の１９に規定する指定都市に
あっては区）の一部の区域に限定される代わりに、一般の放送局において必要
となる競願処理、比較審査等の手続きを経ることなく、簡易かつ迅速な手続き
（先願主義）で開局を可能としているものである。
したがって、提案のようにコミュニティ放送についての空中線電力の制限を緩和
することは、コミュニティ放送の制度目的を逸脱し、一般の放送局と異なる規律
を適用する根拠を失わせることとなり不適当である。
なお、地理的条件、広域な行政区域を考慮し必要な放送対象地域をカバーする
必要があり、一の放送局によりカバーすることが困難な場合は、アンテナの設
置場所の見直しや中継局の設置など現行制度下において対処が可能である。
また、災害時においてコミュニティ放送を活用し、災害情報等を伝送することは
望ましいことと言えるが、災害情報はコミュニティ放送制度が本来想定する放送
の主たる内容とは言えず、災害情報等の住民への周知・広報については、コ
ミュニティ放送の他にも、県域放送も含む各種の放送や防災行政無線等、多様
なメディアの活用が可能であり、更に災害時の実際のニーズに応じて、災害対
策の放送を行う臨時目的放送局を迅速に開設することも可能である。

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

1.「出力緩和は、制度目的を逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適用する根拠を失わせる。」について
・一般の放送局並の出力を求めているのではなく20Wを50Wにする制限緩和を要望しているものである。50Wと
いう制限があれば制度目的を逸脱するとはいえないのではないのではないか（例えば県域放送であるNHK山形
FMでは内陸部1Kw,庄内地区250Ｗの出力である。）。
・過去にも出力の制限緩和をしてきており、制度発足当初(H4.1月)は1W、H7.4月に10W、H11.3月に20Wにしてき
た経過がある。現在の社会状況の変化（行政の広域化、コミュニティ放送の防災・災害情報提供の有効性の社
会的認知）をみてももう一段の緩和の時期であり、その必要があると考える。
2.「アンテナの設置場所の見直しや中継局の設置など現行制度下において対処可能である」について
・当該放送所は中心市街地にありアンテナは隣接する5階建てビルの屋上に設置している。アンテナの設置場
所を変更するにしろ近隣には同程度の高さのビルしかない状況である。また、比較的標高の高い山までは距離
があり、放送所からそこまで光ケーブル等で信号を送るのはコストの点から困難である。中継局の設置について
も同様にコストを考えれば困難であると考えている。
・従って、地理的条件やコストの点から空中線電力の出力アップがベストと考えている。
3.「災害情報はコミュニティ放送制度が本来想定する主たる内容と言えない。災害情報の周知・広報は県域放送
を含む各種の放送、防災行政無線等多様なメディアの活用が可能」について
・住民の生活習慣が多種多様になっている状況では、防災・災害情報の伝達はコミュニティ放送を含め県域放
送など各種のメディアを活用する必要があり、行政として多くの情報伝達手段を持つべきである。コミュニティ放
送だけを災害情報伝達の手段とする訳ではない。
・県域放送は、県内の情報を満遍なく伝える必要があるが、コミュニティ放送は、その地域の情報を中心にきめ
細かな情報提供が可能である。災害情報に関していえば直接、市やその現場から情報を得、市民に迅速・正確
に情報提供することができる。
・また、外出時や車での移動中、自宅などどこでも手軽に聞くことのできるラジオによるコミュニティ放送は非常に
有効である。
4.「災害時には臨時目的放送局を迅速に開設することが可能である」について
・臨時目的放送局の開設が可能だとしても、それは災害が発生した後のことである。今まさに災害が発生しようと
する時、今まさに避難が必要な時の情報が非常に重要なのである。
以上から、コミュニティ放送の出力アップが必要であると考えるが、出力の制限緩和に支障があるとすれば、
特定の地域に試験的にコミュニティ放送の出力アップを認め、様々な角度から検討、実証するという観点か
らも、特区として出力のアップを認めるべきではないかと考える。
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過去に空中線電力の制限を緩和してきた経緯はあるが、20Wより制限の緩和
を必要とするような社会状況の変化は現状では認められない。
アンテナの設置場所の見直しや中継局の設置はコストの点から困難とのこと
だが、現にアンテナを高所に設置、又は中継局を設置しているコミュニティ放
送事業者が存在するところであり、一般的に中継局の設置等がコストの点か
ら困難とは考えられない。
なお、提案者の希望する離島（飛島）を放送区域とするためには、空中線電力
の増力では困難であり、中継局の設置により対処することが技術的にも適切
であると考えられる。
住民への災害情報の伝達手段としては、防災行政無線のほか、災害対策基
本法に基づく指定公共機関又は指定地方公共機関として避難勧告の伝達な
ど災害応急対策の実施について法的責務を負ったNHK及び県域の一般放送
事業者によりラジオの中波放送、超短波放送が確保されており、災害・緊急情
報等の住民への周知・広報は多種多様な手段が可能である。また、これらの
機関を通じた防災・災害情報の伝達を更に迅速・正確なものとすることについ
ては、各所で検討が進められているところである。
以上から、空中線電力の制限を緩和することは不適当であり、加えて、増力
は周辺地域における既存の放送局等と混信を生じる可能性を高めること、周
辺地域における今後のコミュニティ放送の開設を事実上困難にし、むしろコ
ミュニティ放送の普及に支障を生じることとなることから、特区という限られた
地域であっても実施することは不適当である。

　右の提案主体からの
再意見を踏まえ、再度
検討し、回答されたい。

ここ数年、国の構造改革による規制緩和への大きな動きがあり、その中でこの特区制度が創設されている。地方では行政の効
率化等行財政改革などを目的にした市町村合併が進展するなど、国民、地域住民の目線でみれば大きく社会状況が変化して
きているといえる。その中で、たび重なる災害の発生により防災・災害時におけるコミュニティ放送の情報伝達の有効性・重要
性が再認識され、コミュニティ放送をより有効に活用しようということから今回の制限緩和について提案しているものである。
　中継局の設置については、コミュニティ放送の経営母体は、３セクであったり、他の業種と多角経営をしているなど様々であ
り、そのような設備投資を行うことが可能な放送局もあるかもしれない。しかし、多くはその地域の経済圏の中で限られたコマー
シャル収入や地元自治体等からの行政情報放送料などを収入源としながら、ボランティアスタッフを起用するなどコストダウンを
図り厳しい経営を行なっているのが実情である。中継局の設置やその後の維持管理費等と出力アップの設備費を比較すれば
当然出力アップの方がより低いコストで実現可能である。
　ＮＨＫや県域の放送事業者の災害情報伝達の役割は当然重要である。しかし、県域放送という性格上、特定の地域の情報だ
けでなく県内各市町村の情報を満遍なく提供するということになる。また、警察又は県でまとめた情報を流すだけになりがちであ
る。コミュニティ放送であれば地域に密着した情報提供が可能であり、リアルタイムにその地域の情報を逐次提供できる。この
優位性は県域放送には無いものである。
　混信については、周波数が逼迫しているような東京や大阪周辺の都市部では、その可能性があるかもしれないが、本市のよ
うな地域では、その恐れは低いと思われる。今後のコミュニティ放送の開設を困難にするという点についても同様であり、都市
部のように商業や行政等の機能が集積した区域が、隣接して何ヵ所もあるような地域は、これからもコミュニティ放送開局の可
能性が高いかもしれないが、本地域においては、これ以上、コミュニティ放送の開局する可能性はほとんどないと見て良い。ま
た、新たな開局についても周波数を制度の範囲内でできるだけ離して設定することで可能と思われる（山形市では２局開設して
いる）。
　つまり、現在のコミュニティ放送の考え方は、右肩上がりの経済状況の時代や都市部を想定したものであり、本市のような県
庁所在地でもない人口10万人程度の地方都市（行政区域内で商業や行政等の機能が集積した区域は１ヵ所しか無い）は、行
政区域も広く、都市部と同じ考え方をしなくても良いのではないか。単純に出力
の上限を緩和する特区ではなく、行政区域の面積等一定の条件を附して特区として出力上限を緩和するという
ことも検討願いたい。

C

　コミュニティ放送は市町村の全域ではなく一部を放送区域とするものである。その
ため、市町村合併による行政区域の広域化は空中線電力の上限緩和を必要とする
社会状況の変化とは認められない。また、コミュニティ放送制度においては、災害情
報は本来想定する放送の主たる内容とは言えないため、その有効性・重要性の再
認識が空中線電力上限の緩和を必要とする社会状況の変化とは認められない。
　前回回答のとおり、提案者の希望する離島（飛島）を放送区域とするためには、空
中線電力の増力では困難であり、中継局の設置により対処することが技術的にも
適切であると考えられる。また、中継局の設置に関する提案主体からの再意見は
増力した場合とのコスト比較にとどまっており、一般的に中継局の設置等がコストの
点から困難な理由とは認められない。
災害情報の伝達手段としては、防災行政無線のほか、災害対策基本法に基づく指
定公共機関又は指定地方公共機関として法的責務を負ったNHK及び県域の一般
放送事業者によるラジオ放送など、多種多様な情報伝達手段が確保されていると
考えられる。また、コミュニティ放送による地域に密着したリアルタイムな災害情報
提供は、現行の空中線電力においても可能であると考えられるため、提案主体から
の再意見は空中線電力の上限緩和を必要とする理由とは認められない。
　以上から、空中線電力の上限を緩和することは不適当であり、特区という限られ
た地域であっても実施することは不適当である。
　なお、超短波放送に使用できる周波数帯は限られており、その限られた周波数帯
をＮＨＫ、県域の一般放送事業者及びコミュニティ放送事業者で利用しており、増力
は周辺地域における既存放送局等と混信を生じる可能性を高めるとともに、周辺地
域における今後のコミュニティ放送の開設を事実上困難にし、むしろコミュニティ放
送の普及に支障を生じることとなる。
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コミュニティ放送の空中線電力（出力）
の上限20Ｗを緩和し、50Ｗにする。

防災・災害情報を住民にいかに迅速、的確に提
供するかは大きな課題である。本市は海に面し、
地震確率が高い地域とされ、離島、河川があり、
地震、津波、水害などの災害がいつ発生してもお
かしくない地域である。そのため、本市では防災・
災害対策を重視しているが、一番重要な住民に
対する防災･災害情報提供については、防災無
線、広報車等様々な手段がある中、その一つとし
て地域に密着し迅速な情報提供が可能なコミュニ
ティ放送の活用を非常に有効と考えている。現在
でも災害・行政情報の提供などは行っているが、
聴取範囲が市内平野部に限られている。離島を
抱え、11月には周辺3町と合併することになって
おり、今後はより広範囲な情報提供が必要とな
る。そこで、コミュニティ放送の出力上限を50Ｗに
緩和すれば、離島及び新市の平野部全域をカ
バーすることができ、災害時におけるコミュニティ
ＦＭ局と連携強化、情報提供のシステム化、市の
災害対策本部から直接緊急割込放送の実施、
国・県機関をも巻き込んだコミュニティ放送による
総合的な災害情報提供などの事業が可能にな
る。
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市、酒
田エフ
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提供特
区
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 04 総務省（特区）
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項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
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案

事
項
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号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

プロジェ
クトの名
称
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簡易郵便局
の行政コン
ビニ化

地方公共
団体の特
定の事務
の郵便局
における
取扱いに
関する法
律第２条
第１項

地方公共団体は、日本郵政公社と
の協議（規約の制定・議会の議決必
要）により規約を定め、次に掲げる事
務を郵便局において取り扱わせるこ
とができる。
 ○　戸籍の謄本、抄本等
 ○　納税証明書
 ○　外国人登録原票の写し及び外
国人登録原票記載事項証明書
 ○　住民票の写し及び住民票記載
事項証明書
 ○　戸籍の附票の写し
 ○　印鑑登録証明書
の交付の請求の受付及び写し・証明
書の交付事務（本人請求に係るも
の）

C

D-1

「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法
律」（以下「郵政官署法」という）に列挙する各種証明書の交付事務
は、住民の個人情報に関わり、プライバシーの保護、人権への配慮
等の観点から、特に慎重かつ適正な事務処理が求められることか
ら、当該交付事務の公証行為自体は、地方公共団体の長に留保
し、郵便局の窓口では、事実行為のみを行うこととしている。
簡易郵便局は、「日本郵政公社法」第２２条第１項第３号および「郵
政窓口事務の委託に関する法律」に基づき、日本郵政公社が郵便
局の窓口で取り扱う事務（以下「郵政窓口業務」という）を行うことに
つき、個人等と日本郵政公社との間で委託契約を締結することによ
り郵政窓口業務の一部を行うものであるが、その職員は、地方公務
員と同等の服務規律（守秘義務など）が課されている国家公務員で
はないことから、郵政官署法に列挙する各種証明書の交付事務を
行うことは認められない。
→Ｃ：特区として対応不可
しかし、日本郵政公社と委託契約を締結している個人等が所有する
施設の一部を借用し、そこに機器のみを設置して地方公共団体職
員あるいは臨時職員が１週間のうち日時を決めてそこへ出向き、交
付事務を執り行うことは、地方公共団体が自らの事務を執り行うこと
となり、現行規定により対応可能と思われる。ただし、その場合も各
種証明書の交付事務を行うに当たり、情報漏洩防止等の個人情報
保護のため必要な措置を十分に講じることが必要。
→Ｄ－１：現行の規定により対応可能
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「地方公共団体の特定の事務の郵便局
における取扱いに関する法律」により
日本郵政公社ではない簡易郵便局に
おいては、「住民票の写し等」の交付を
市町村が委託することができない。この
規制を撤廃することにより、簡易郵便局
においても「住民票の写し等」の交付を
委託を可能にする。

簡易郵便局において「住民票の写し
等」を交付できるようにすることにより、
現在市役所支所まででも往復で２時間
近く費やし、本庁までとなると２時間以
上時間がかかることが大きく軽減でき、
過疎地域における高齢者の負担を減ら
し、行政サービスの平等性ならびに向
上を目指すものである。

滋賀県
高島市

簡易郵
便局の
行政コ
ンビニ
化構想

0
4
3
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3
0
0 郵政官署法

で取り扱う市
の事務範囲
の拡大

地方公共
団体の特
定の事務
の郵便局
における
取扱いに
関する法
律第２条

日本郵政
公社法第
１９条第２
項第１６号

１　地方公共団体は、日本郵政公社との
協議（規約の制定・議会の議決必要）に
より規約を定め、次に掲げる事務を郵便
局において取り扱わせることができる。
 ○　戸籍の謄本、抄本等
 ○　納税証明書
 ○　外国人登録原票の写し及び外国人
登録原票記載事項証明書
 ○　住民票の写し及び住民票記載事項
証明書
 ○　戸籍の附票の写し
 ○　印鑑登録証明書
の交付の請求の受付及び写し・証明書
の交付事務（本人請求に係るもの）

２　日本郵政公社は、上記により取扱う
地方公共団体の事務その他委託を受け
た地方公共団体の事務を取り扱う

C

○　「地方公共団体の特定の事務の郵便局における
取扱いに関する法律」に列挙する各種証明書の交付
事務は、住民の個人情報に関わり、プライバシーの
保護、人権への配慮等の観点から、特に慎重かつ
適正な事務処理が求められることから、当該交付事
務の公証行為自体は、地方公共団体の長に留保
し、郵便局の窓口では、事実行為のみを行うこととし
ている。
一方、多治見市が郵便局に委託したいとしている５７
事務のうち、第６次提案までの回答で「現行の規定
により対応可能（Ｄ－１）とした２９事務を除く２８事務
についても、住民の個人情報に関わり、プライバシー
の保護、人権への配慮等の観点から、特に慎重か
つ適正な事務処理が求められるものであるが、相談
に対する対応や、質問により請求者等の実情を把握
した上での判断、場合によっては他の窓口に取り次
ぎなど事実行為にとどまらない場合があり、特区とし
て対応することはできない。→Ｃ：特区として対応不
可

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

第7次提案募集に関する総務省からの回答について
は、平成16年2月10日付け「郵政官署法で取り扱う市の
事務範囲の拡大」に係る多治見市提案への再質問に
おいて回答しているとおりです（2-①～④、5を参照）。
よって、本市としては守秘義務の遵守は勿論のことプラ
イバシー保護、人権への配慮等により適正な事務処理
が図れると考えますので再検討をお願いします。

C

多治見市が郵便局に委託したいとしている５７事務のう
ち、第６次提案までの回答で現行の規定により対応可能
とした２９事務を除く２８事務については、住民の個人情報
に関わり、プライバシーの保護、人権への配慮等の観点
から、特に慎重かつ適正な事務処理が求められるもので
あるので、公証行為に係る部分については、地方公共団
体自らが実施する必要がある。
　したがって、研修の実施やマニュアルの作成等の努力を
することとしても、公証行為の一部を含む事務の性格上、
郵便局の職員が実施すべきものではないため、特区とし
て対応することはできない。

　右の提案主体からの
再意見を踏まえ、再度
検討し、回答されたい。

第7次提案募集に関する｢郵政官署法で取り扱う市の事務範囲の拡大」で、本市
が委託したいとしている57事務のうち29事務を除く28事務については、申請書等
の受付事務で審査・受理を要するものでなく取次ぎを行うものであることから、公
証事務に該当するものとは考えていない。また、プライバシーの保護、人権への
配慮等については、郵政官署法で取扱い可能な戸籍謄抄本の交付等においても
必要とし、特に慎重かつ適正な事務処理を行なうものである。よって、新たにプラ
イバシーの保護、人権への配慮等について論議するものではないと考える。

C

多治見市が郵便局に委託したいとしている５７事務のう
ち、第６次提案までの回答で現行の規定により対応可能
とした２９事務を除く２８事務については、住民の個人情報
に関わり、プライバシーの保護、人権への配慮等の観点
から、特に慎重かつ適正な事務処理が求められるもので
ある。また、再意見では「公証事務に該当するものとは考
えていない。」とのことであるが、相談に対する対応や、質
問により請求者等の実情を把握した上での判断、場合に
よっては他の窓口に取り次ぎなど、事実行為にとどまらず
公証事務に該当する場合があることから、公証行為に係
る部分については、地方公共団体自らが実施する必要が
ある。
　したがって、研修の実施やマニュアルの作成等の努力を
することとしても、公証行為の一部を含む事務の性格上、
郵便局の職員が実施すべきものではないため、特区とし
て対応することはできない。
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平成13年に成立した「地方公共団体の
特定の事務の郵政官署における取扱
いに関する法律」（以下「郵政官署法」と
いう。)では郵政官署で取り扱うことので
きる地方公共団体の事務が限定されて
いる。本市の地区事務所で取り扱う57
事務のうち、郵政官署法第2条の郵政
官署において取扱いできる事務及び郵
政官署法によらなくても取扱いが可能
な事務を除く、28事務（特記事項）につ
いて構造改革特区により事務の範囲を
拡大し地区事務所事務を特定郵便局
に委託できるようにすることで行政機関
の合理化を図る。

人口106,000人、面積77,95平方キロメートルの本
市は、市内に10箇所のサービスセンター（地区事
務所）を設置しおり、61事務を取扱い、平成16年
度では年間12万件の利用があった。しかしなが
ら、効率的な行政運営の視点から整理統合が必
要となりサービスを低下させない方策として特定
郵便局への委託を検討しているなかで、構造改
革特区（第2～6次提案）に応募したが、指定を受
けるまでに至っていない。第2次提案時において
指摘された意見により戸籍届書の受理、死産届
の受付、埋火葬許可証の交付を特区対象事務か
ら外すとともに、第4次提案時において国民健康
保険証の作成交付を外すなど検討を重ねてい
る。本市が取扱う61事務のなかで前述の4事務を
除く57事務のうち、郵政官署法で取扱いできる事
務及び郵政官署法によらなくても取扱い可能な事
務を除く28事務（特記事項欄に記載）について、
構造改革特区により事務の範囲を拡大し、地区
事務所事務を特定郵便局に委託することで自治
体事務の合理化を図るものである。

岐阜県
多治見
市

郵政官
署によ
る市町
村事務
受託特
別区域
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被災地にお
ける緊急消
防援助隊（訓
練時を含む）
に限って「移
動タンク貯蔵
所（タンク
ローリー）か
ら車両にガソ
リンを直接給
油する」こと
を認める。

消防法第
１０条第３
項

危険物の貯蔵・取扱については、危
険物の規制に関する政令において
定める技術上の基準に従って行わ
れなければならない。
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　大規模災害発生時における災害活動の緊急
消防援助隊に係る規制緩和の要望であるが、
現実的に大規模災害発生場所を事前に特定す
ることは不可能であり、また、緊急消防援助隊
の活動自体が都道府県及び市町村を越えた広
域的な災害活動を想定しているため、地域を限
定しての特例措置を講じることは適当でない。
　なお、ガソリンは引火点が非常に低く（－４
０℃以下）、引火危険性が非常に高いものであ
る。ガソリンを移動タンク貯蔵所から車両に直
接給油した場合、多量の可燃性蒸気が発生
し、静電気等により容易に引火する可能性が非
常に高く、出火した際の被害も大きなものとな
るため、これを認めることはできない。

　貴省回答で指摘され
ているガソリンを移動
貯蔵タンクから車両へ
直接給油する場合の危
険性については、提案
主体から代替措置が示
されているところであ
る。
　当該代替措置を講ず
ることにより、提案内容
の実現を図ることがで
きないか、右の提案主
体からの意見も踏ま
え、再度検討し、回答さ
れたい。

　当市と致しましても、本提案につきましては、「地域を限定した特例
措置」である必要はないと考えております。また、ガソリンの引火点が
非常に低いものであることも、十分認識しているところです。
　しかし、現実の救援活動において、車両の燃料補給体制に問題が
あることは事実です。広域的な大震災が現実のものと懸念される今
日、現状のまま放置せずに、一刻も早く有効な対処策を講じる必要が
あります。
　現在、誰でもが利用できるセルフ式のガソリンスタンドが密集市街
地に多数設置されている現状を鑑みますと、これと同等の安全措置
を施し、かつ「危険物取扱者資格」を有する者のみが給油を行うことと
すれば、安全性は十分確保できるものと思われます。
　まして、本提案は、平常時ではなく、既に起きている大規模災害時
における緊急救援・援助活動に限定した行為です。被災地において
ガソリンスタンドの機能が停止、若しくは著しく低下し、救助・支援活
動に不可欠な燃料補給に支障が来たされるとすれば、これを禁止す
る意義よりも、臨時的に禁止を解除し、人命救助と復旧支援の緊急
体制を整備する意義のほうが明らかに大きいと思われますが、この
点についての貴省の考え方を改めてお聞かせください。
　あわせて、貴省においては、特に広域に及ぶ大規模災害時に、被
災地での交通輸送燃料の供給が困難となった場合の体制について、
どのようにお考えかもご教示いただければ幸いです。

C

　ガソリンは引火点が非常に低く（－４０℃以下）、引火危
険性が非常に高いものである。「危険物取扱者資格」を有
する者が取り扱うことを考慮しても、ガソリンを移動タンク
貯蔵所から車両に直接給油した場合、多量の可燃性蒸気
が発生し、静電気等により容易に引火する可能性が非常
に高く、出火した際の被害も大きなものとなるため、これを
認めることはできない。
　なお、大規模災害時における燃料確保方策について
は、これまでの事例を踏まえ今後とも検討して参りたい。

1
1
2
0

1
1
2
0
1
0
1
0 　現在の消防法では禁止されている「移動タ

ンク貯蔵所（タンクローリー）から車両にガソ
リンを直接給油する」ことを、被災地におけ
る緊急消防援助隊（訓練時を含む）に限って
認めていただきたい。

　現在の消防法では禁止されている「移動タ
ンク貯蔵所（タンクローリー）から車両にガソ
リンを直接給油する」ことを、被災地におけ
る緊急消防援助隊（訓練時を含む）に限って
認めていただきたい。
　緊急援助隊は車両の燃料についても被災
地に頼らないという自己完結型でなければ
使命を全うできないと考え、規制の改革を提
案するものである。
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第１種事業
所における
防災資機材
備付基準の
緩和

石油コン
ビナート
等災害防
止法第１６
条第４項
石油コン
ビナート
等災害防
止法施行
令第１６条
第１項

石油の貯蔵・取扱量が１万kl以上の
第一種事業所で、事業所の敷地の
全部若しくは一部が海域に接するも
の、又は係留施設を使用して石油を
取り扱うものは、オイルフェンス及び
オイルフェンス展張船を備え付けな
ければならない。

C

石油等が海上に流出した場合は、海洋汚染等の環
境問題を始め、沿岸地域の住民及び事業者の身体
的かつ経済的な被害等が発生するため、社会に与
える影響が非常に大きい。従って、オイルフェンス及
びオイルフェンス展張船の設置については、防油堤
や流出油等防止堤により石油等の流出を一次的に
防止する措置を講じた上で、なおかつ海上に流出し
てしまった事態に対応するために求めているもので
ある。ゆえに、オイルフェンス及びオイルフェンス展
張船は、屋外貯蔵タンクの位置や、流出油等防止堤
の設置に関わらず法令上必要な防災資機材であり、
本提案については認められない。なお、危険物貯蔵
タンク、防油堤及び流出油等防止堤の全てが決壊し
た漏油に対する土のう等による流出防止措置や、排
水系統への漏油に対し含油排水処理装置を経由さ
せる等の措置を行うことは、事業所の防災活動とし
て当然の行為であり、オイルフェンス及びオイルフェ
ンス展張船設置の代替措置とはならない。

　石油貯蔵場所が海域
から相当程度離れてお
り、海域への漏油の危
険性がほとんどない場
合についても、オイル
フェンス及びオイルフェ
ンス展張船を必ず備え
付けなければならない
理由を示されたい。
　また、右の提案主体
からの意見を踏まえ、
提案が実現できない
か、再度検討し、回答さ
れたい。

防災資機材（オイルフェンス等）を要しない理由として、補足資
料のとおり災害時のリスクを想定し、当事業所での海上漏洩
の可能性を検証した結果、漏洩した油が海上へ至る可能性
がないことが判明しております。ご回答の中で「防油堤や流出
油等防止堤はあくまでも一時的に漏洩を食い止めるものであ
る」とのことでありますが、当事業所の設備実態では、最悪の
事象を想定し検証しても、最大タンクの漏洩事故が発生して
も海上に至るまでに、海域から400ｍ離れた地点で全ての漏
洩油量を食い止めることが可能です。　「防油堤や流出油等
防止堤は一時的なもの」とのご回答ですが、地震等において
これらの堤が決壊し、さらにタンクからの漏洩事故が発生とい
う最悪条件が重なる限りなく「０」に近い確率事象においても、
上記理由から海上漏油の可能性はほぼ「0」と判断できます。
またご回答の中に「法令上必要な防災資機材・・」とあります
が、法令上定められている内容を理解し、さらに安全性評価
した上で規制緩和を求めているものであるので、本来の規制
緩和の趣旨を考慮し、再度防災資機材（オイルフェンスおよび
オイルフェンス展張船）備付基準の緩和について御検討をお
願いします。

C

   石油コンビナート等災害防止法の目的は、「石油コンビナート等特別防災区域に係る災
害から、国民の生命、身体及び財産を保護すること」であり、この目的を達成するために、
「石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のための総合的
な施策の推進」を図るものである。（第１条関係）特定事業者は、その特定事業所における
災害の発生及び拡大の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、当該特定事業所の所在
する特別防災区域において生じたその他の災害の拡大の防止に関し、他の事業者と協力
し、相互に一体となって必要な措置を講ずる責務を有している。（第３条関係）その責務を
果たすためにも特定事業者は、その事業所ごとに自衛防災組織を設置し、特定事業所に
おける災害の発生又は拡大防止するために必要な業務を行う。また、特定事業者は、そ
の自衛防災組織に政令で定めるところにより、防災要員を置き当該自衛防災組織がその
業務を行うために必要な防災資機材等を備え付けることとされている。（第１６条関係）
提案者の意見に「漏洩した油が海上へ至る可能性がない」とあるが、補足資料では屋外
貯蔵タンクにおける漏洩事故災害の想定であり、災害形態の１つに過ぎず、この想定検証
をもって「安全性評価を行った結果、海上漏洩の可能性がないと判断できた」という結論に
はならない。そもそも、石油コンビナート等災害防止法においては、タンクの設置場所であ
る貯蔵施設地区の漏洩だけではなく、特定事業所内の製造施設地区、入出荷施設地区、
その他の施設地区等の施設や配管等における漏洩についても想定しているところであ
る。石油コンビナート等災害防止法の趣旨から、石油等や他の危険な物質を貯蔵及び取
扱っている特定事業者は、「石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡
大の防止」について、万全の措置を講ずる責務があることから、常に災害の発生防止のた
めの必要な措置を講ずるとともに、災害が発生した場合に自衛防災組織等により必要な
措置を行い、更に進んで災害の発生及び拡大の防止について可能な一切の措置を講ず
る責任があることから、オイルフェンス及びオイルフェンス展張船は、漏洩に対処する防災
資機材であり、特定事業者が備え付けることは当然の義務である。
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海域に接する第１種事業所（石油貯蔵
取扱量1万ｋＬ以上）のうち、係留施設を
もたず、かつ海域から十分離れた場所
に流出油等防止堤を設置し、施設の配
置上でも危険物が海上へ流出する恐
れが無いと認められる事業所について
のオイルフェンスならびにオイルフェン
ス展張船備付義務の免除

海域への漏油の可能性が著しく低い第
１種事業所におけるオイルフェンスおよ
びオイルフェンス展張船に要する費用
の削減
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救急隊の編
成基準の緩
和

消防法施
行令第44
条第1項
消防法施
行規則第
50条

救急隊は、原則として救急自動車１
台及び救急隊員３人以上をもって編
成しなければならないが、転院搬送
において当該医療機関の医師等が
同乗する場合には、救急隊員を２人
とすることができる。

C Ⅲ

　救急自動車１台に搭乗する救急隊員数を３人
とする現行の基準は、救急現場における傷病
者の搬送や救急救命処置等の救急業務の実
態から最低限必要なものとして規定されてお
り、住民の生命・身体に関わる規定であること
から、遵守すべきものである。本提案は、住民
の生活・身体を守るという救急の使命を考慮し
ておらず、認めることはできない。
　なお、救急需要の増加への対策については、
現在消防庁において有識者等による検討を
行っているところであり、その中で結論を見出
す方針である。
　また、狭隘道路等の対策として小型救急自動
車を導入することと、救急隊員を２人にすること
とは別問題である。
　以上により、本提案は特区として対応不可で
ある。

　救急自動車１台に搭乗
する救急隊員を３人を最
低限必要とする理由を、
具体的に明らかにされた
い。
　その上で、右の提案主
体からの意見を踏まえ、
提案が実現できないか、
再度検討し、回答された
い。
　また、貴省回答では、救
急需要の増加への対策に
ついて検討中であるとの
ことであるが、本提案の内
容に係る救急隊の編成に
ついても、柔軟化等の見
直し検討の対象となって
いるのか明らかにされた
い。

   本提案は、住民の生命・身体を守るという救急の使命を十二分に認識した上
で、救急要請に対するレスポンスタイムの短縮を図ると共に、より手厚い救急活
動体制を構築することにより、傷病者に対して、一層充実した救急サービスを提
供していこうとするものです。
　 具体的には、救急隊の編成を隊員３名から４名へと増強した上で、本市の特
性である道路狭隘地域が多数存在することを考慮し、この４名を救急自動車に
２名、軽自動車規格のミニ消防車に２名乗務させ、この２台計４名で現場活動を
実施するものです。
　 この運用は、救急現場に到着するまでの間の救急自動車には、２名が乗務
することとなりますが、現場到着以降においては救急隊員４名が活動することに
より、今後の救急救命士の処置範囲の拡大にも対応できる活動体制を構築す
るもので、断じて住民の生命・身体を守るという救急の使命を軽んじたものでは
ありません。
　 一方、全搬送人員のうち軽症者が約６割を占めるという現状、必ずしも法令
に定める救急業務に該当しない傷病者にも対応せざるを得ないという現状等を
踏まえ、現場において救急隊員３名以上の活動を要せず、かつ救急自動車内
において、２名以上による応急処置等を要しない傷病者に対しては、隊員２名に
より救急隊を運用することにより、近年強く求められている行政の効率化を図り
つつ、本来救急車を必要とする傷病者が重複して発生した場合、レスポンスタイ
ムの遅れを最小限にとどめようとするものです。
　 以上のような本市の提案に対する貴省の回答は、本市の考えを十分理解さ
れた上での回答とは見受けられません。再度、真摯に検討していただき、この
提案に問題点があれば、そのことについて具体的な回答を求めるものです。

C Ⅲ

　救急隊員３人とする現行基準については、傷病者の搬送や、心肺停止傷病
者への救急救命処置等のケースを想定して設定されているものである。
　本提案において、現状と同等もしくはそれ以上の救急業務を実施するため
には、類型別に、どの救急隊編成によって救急活動を行うべきかを決定する
基準（トリアージ基準）が必要であるが、本提案においては明確な根拠に基づ
く基準が明示されていない（特に、全ての軽傷者が緊急性の低い傷病者と断
定できる訳ではない）。以上より、住民の安全確保策が十分であるという保証
がないため、「特区として対応不可」と判断せざるを得ない。
　なお、本提案のシステムを検討するための最低限の前提として、今後、提案
者において、
　　①救急隊の運用類型を決定するための明確なトリアージ基準
　　②隊員２人により運用する救急隊の活動能力
について医科学的見地に基づく十分な検討を行い、隊員２人により救急隊を
運用する場合や、４人で現場活動を行う際、ミニ消防車の現場到着が遅れた
時の対応等について、現場活動の実態を踏まえた検証を十分に行い、現在
の救急業務の質（住民の生命・身体の安全確保）が担保できることについて
の具体的根拠を示す必要があると考える。
　また、現在消防庁において設置している救急需要対策に関する検討会にお
いては、近年増加している救急需要に対する総合的な対策を検討していると
ころであるが、現段階では救急隊の編成についての検討の方向性は未定で
ある。

救急需要対策に関する検
討会における今後の検討
スケジュールを明らかにさ
れたい。

C Ⅲ

　救急需要対策に関する検討会では、平成17年度中に一
定の方向性を打ち出し、報告書を取りまとめる予定であ
る。
　しかし、本提案に関連する検討事項については、医科学
的根拠に基づいた専門家も含めたコンセンサスを形成す
る必要があり、本年度中に具体的運用が可能となるか否
かは未定である。
　なお、本検討会の検討課題であるトリアージ基準は、本
提案を検討するための前提の一つであり、その他にも検
討する課題がある。
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0 救急隊の編成人員は原則として３名、

一定の条件下での転院搬送は２名と定
められているが、転院搬送以外の場合
であっても傷病者の緊急度・重症度に
応じて、２名での運用を可能とするもの

　 現行、救急自動車1台と救急隊員3名
で編成されている救急隊を、救急自動
車1台と救急隊員２名及び軽自動車
ベースの小型車１台と救急隊員２名の
ペア編成とし、救急自動車の進入が難
しい道路狭隘地域等への迅速な対応を
可能にするとともに、傷病の程度が軽
く、救急車内での高度な応急処置が不
要な場合は、救急自動車１台と救急隊
員２名により医療機関へ搬送する等に
より、より効率的な救急業務を実施して
いこうとするものです。
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4
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大分港大在
コンテナター
ミナル施設
における危
険物の屋外
での仮貯蔵
に係る消防
法上の規制
の緩和

消防法第
10条

指定数量以上の危険物の貯蔵・取
扱いは、市町村長等の許可を受けた
危険物施設で行うこととされている。
ただし、所轄消防長等の承認を受け
て10日以内の仮貯蔵・仮取扱いを行
う場合は、その限りでない。
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仮貯蔵は極めて臨時的かつ短期間の危険物
の貯蔵に関する特例的制度である。所轄消防
長又は消防署長が安全対策等の内容を勘案
し、総合的に承認すべきか否かを個別具体的
に判断する制度となっている。

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、提案が
実現できないか、再度
検討し、回答されたい。

消防法制定当時には想定していなかったと思われる国際標
準化規格に基づく「ＩＳＯタンクコンテナ」は、工場における製品
の貯蔵タンクと同等の機能を有しており、安全性は確立したも
のと考えられる。また、消防法の考え方の原則である、事故
の未然予防については、大在コンテナターミナルの地理的特
性を活かして、民家等への十分な保安距離の確保、ソーラス
条約に基づく警備員による２４時間警備体制、夜間照明、監
視カメラの設置などの予防策を講じている。さらに、もしもの
時の対応策として、特殊引火性物質に対応した消火器の設
置、不燃シート、防火砂などの設置などを講じることとしてお
り、以上の点から現在消防法第１０条で義務付けられている
屋内貯蔵所での保管という規制を緩和した場合にも、十分に
安全性は確保できると思料する。また、港湾地域の特性に応
じた規制の特例措置により、大分港利用貨物離れを防ぎ、製
造メーカーや物流企業の活動の活性化を促進することによる
地域経済の振興を図ることができる。これらの理由から、消防
法第１０条の適用の緩和を再度検討願いたい。
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　仮貯蔵については、所轄消防長又は消防署長が安全対
策等の内容を勘案し、総合的に承認すべきか否かを個別
具体的に判断する制度となっている。
　なお、仮貯蔵は極めて臨時的かつ短期間の危険物の貯
蔵に関する特例的制度であり、反復的に繰り返される行
為を対象とするものではない。

　本提案の趣旨は、大分
港大在コンテナターミナル
施設内において、危険物
（二流化炭素）のタンクコ
ンテナを積載船への入港
までの２～３日屋外で仮
貯蔵する場合について、
それが反復して行われる
ときについても一定の安
全性を備えることを条件に
可能となるよう、消防法第
１０条第１項の規制の緩
和を求めることにある。
　この点及び右の提案主
体からの再意見の趣旨を
踏まえ、提案が実現でき
ないか、再度検討し、回答
されたい。

前回の意見の中で、国際標準化規格に基づく「ＩＳＯタンクコンテナ」の安全性と保
安距離など事故の未然予防策、また、もしもの事故発生時の特殊引火性物質に
対応した消火器の設置などの対応策を述べさせていただいた。今回は、ヘッド・
シャーシー付きで「移動式タンク貯蔵所」として認められている「タンクローリー車」
と「ＩＳＯタンクコンテナ」の機能比較を行いますので、再度ご検討お願いします。①
容量：ＩＳＯタンクは２１㎥、タンクローリー車は１０ｋＬ　②重量：ＩＳＯタンクは２３．５
ｔ、タンクローリー車は９ｔ、　③タンク材質：ＩＳＯタンクはＳＵＳ316Ｌ、タンクローリー
車は鉄又はＳＵＳ、　④断熱材：ＩＳＯタンクはロックウール50ｍｍ、タンクローリー
車は断熱材なし、　⑤シール剤：ＩＳＯタンクは窒素ガス、タンクローリー車は水又
は窒素ガス、　⑥法定検査：ＩＳＯタンクは5年検査、2.5年検査、タンクローリー車は
5年検査のみ。以上の比較から、より安全性の高い「ＩＳＯタンクコンテナ」について
も十分安全性が確保できるものと思料されますので、消防法上の規制の緩和につ
いて、ご検討いただきますようお願いします。

C

　提案にある屋外における危険物の貯蔵を反復的に繰り
返す行為に対し、消防法第10条第1項ただし書の特例的
制度の適用を認めることは、本条第１項本文の脱法行為
を認めることとなるため認められない。同項本文の貯蔵所
において行うことが必要である。
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0 大分港大在コンテナターミナル施設内

において、危険物（二流化炭素）のタン
クコンテナを積載船への入港までの２
～３日屋外で仮貯蔵する場合の消防法
上の規制の緩和を求める。

大分港大在コンテナターミナル施設内
での危険物の屋外での仮貯蔵の規制
の緩和により、現在国内唯一の二流化
炭素製造メーカーの大分港から海外へ
の製品輸出が増加するとともに、類似
製品製造メーカーの大分港からの出荷
貨物利用が促進され、県内メーカーや
物流企業の活動の活性化による地域
産業の振興が図られる。

大分県

大分港
大在コ
ンテナ
ターミ
ナル物
流活性
化構想
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滞在型農園
付住宅(クラ
インガルテ
ン)・農家民
宿などの許
認可条件の
緩和措置

消防法第
17条第１
項

消防用設備等については、消防法
第17条に基づき、消防法施行令第６
条及び別表第一に規定する防火対
象物ごとに設置し、維持しなければ
ならないこととされている。

C

　滞在型農園付住宅（クラインガルテン）・農家
民宿の「許認可」については当庁では対応不
可。
　消防用設備等については、農家民宿に関して
は既に「農家民宿に対する消防用設備等の技
術上の基準の特例の適用について」（平成16年
12月10日付け消防予第234号）にて、特区にお
いて講じられた規制の特例措置を全国におい
て適用することとされている。この措置以上の
特例措置の緩和は困難。

農家民宿の消防設備については平成１６年１２月１０日
付消防予第２３４号にて特区において講じられた規制
の特例措置を全国展開している件は了解しました｡ 1
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火災報知機など消防設備の適用除外
耕作放棄農地や空家となった農家を有
効利用し地域農家の自立支援を図る

(有)ジェ
イ・ウィ
ング
ファー
ム、(有)
フォレ
スト
ファー
ム、ＮＰ
Ｏ法人
ＴＩＥＳ２
１えひ
め

林畜耕
連携協
働農業
による
未活用
バイオ
マス資
源化と
『東温
ブラン
ド』構築
東温農
業産業
再生プ
ロジェ
クト
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 04 総務省（特区）

管
理
コ
ー
ド

規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

管
理
番
号

規
制
特
例
提
案

事
項
管
理
番
号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

プロジェ
クトの名
称
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コンビナート
の危険物製
造所等の「警
報設備」の設
置基準の緩
和

危険物の
規則に関
する政令
第21条

危険物の指定数量の倍数が１０以上
の製造所等(移動タンク貯蔵所を除
く)のうち屋外貯蔵タンクでは、次に
掲げる警報設備のうち一種類以上
設ける必要がある。
１．消防機関に報知できる電話
２．非常ベル装置
３．拡声装置
４．警鐘

C

　火災が発生した際、事業所内への周知及び
消防機関への迅速な通報が、屋外タンク貯蔵
所の被害拡大を抑えるために必要である。
　無線機では、無線機を所有している従業員同
士でしか連絡ができず、非常ベル等を用いる場
合に比べて事業所全体への発災の周知が遅
れる。また、消防機関へ直接的に通報ができな
い。
　よって、無線機をもって警報設備とすることは
できない。

　本提案では、事業所内
においては、無線機で常
時、人のいる計器室（２４
時間対応）と連絡できる体
制をとることとしている。当
該計器室を通じ、事業所
全体への通知ができるよ
うにするなど、一定の無線
の配備及びこれと連携し
た災害の周知体制を整備
することにより、現行の警
報設備の設置に替えるこ
とができないか、右の提案
主体からの意見も踏ま
え、再度検討し、回答され
たい。

　火災が発生した際、コンビナートの大規模事業所では、計器室で「事業所全体
への発災の周知」が可能である。
　事業所全体への発災の周知については、確かに無線機の場合は計器室を経
由した周知となり「非常ベル等」のような直接的な周知ではない。
　しかし、「非常ベル等」の場合、大規模な事業所（今回の提案は大規模な屋外
タンク貯蔵所の警報設備に限定している。）においてそれ自体で事業所全体へ
の周知は不可能であり、計器室から事業所内一斉放送によるほうが、事業所
の隅々まで的確に状況が伝わる。また、発見者は発災現場を離れて、「非常ベ
ル等」を取り付けてある場所まで移動する時間がかかり、時間的なロスの点で
は無線機の場合と大差がないものと思われる。逆に無線機の場合は現場を離
れず正確、迅速に計器室に発災状況を知らせることが可能で、以後の効果的な
消火活動を行うことができる。
　また、「消防機関に報知できる電話」しか取り付けていない場合も事業所全体
への周知が遅れることは無線機の場合と同様である。
　さらに無線機では「消防機関に報知できる電話」と比べると直接的に消防機関
へ報知できないことは御指摘のとおりであるが、「非常ベル等」においても同様
で、直接消防機関への報知機能は有しておらず無線機に限ったことではない。
　なお、従前よりコンビナートの大規模事業所においては、地元消防機関とホッ
トラインを設置しており、発災現場からホットライン設置場所への迅速且つ的確
な連絡ができる無線機が重要であると考える。
　以上のことから、御指摘の点は「無線機」を警報設備とすることができない理
由とはならないものと思われる。
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　提案主体において設置しているホットラインが、消防機
関への迅速な通報ができるものであれば、危険物の規制
に関する政令で規定する「警報設備」の設置基準を満たし
ているものと考えられる。
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1
0
1
0 消防法のうち「危険物の規制に関する

政令」で規定する「警報設備」の設置基
準を、「無線機」の配備状況に応じて緩
和する。

消防法の規定により、危険物の指定数量の
倍数が１０倍以上の製造所等(移動タンク貯
蔵所を除く)のうち屋外貯蔵タンクでは、次の
何れかの警報設備を設置する必要がある。
（タンク１基につき下記のいずれか１つ以
上）
１．消防機関に報知できる電話
２．非常ベル装置
３．拡声装置
４．警鐘
現状、多くの石油コンビナート事業所におい
ては、消防法で規定する警報設備以外に、
迅速且つ正確な連絡のために、現場で業務
する従業員に無線機を常時携帯させ、計器
室との連絡に使用している。これらを踏ま
え、コンビナートの屋外タンク貯蔵所に関し
ては、無線機の配備状況に応じて「危険物
の規制に関する政令」で規定する「警報設
備」の設置数を削減する。

千葉県

京葉臨
海コン
ビナー
ト活性
化特区

0
4
3
0
3
7
0

合掌造り劇
場における
誘導灯に関
する基準の
特例適用

消防法第
17条第１
項、消防
法施行令
第26条第
１号

消防用設備等については、消防法
第17条に基づき、消防法施行令第６
条及び別表第一に規定する防火対
象物ごとに設置し、維持しなければ
ならないこととされている。
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　合掌造り劇場における誘導灯に関する基準
の特例適用については、火災発生危険性等を
考慮し適用できる防火対象物に要件を課すとと
もに、代替措置が講じられることにより、現行制
度と同等の安全性が確保される場合には、現
地の消防機関が柔軟に対応できるよう、その判
断の際に参考となる考え方を通知により示すも
のとする。

　特区としての対応に
当たっては、可能な限
り、提案主体が示す規
制の特例措置の内容
が実現される方向で検
討されたい。

A-1
　検討要請に対する回答に示した対応策を講じる際に
は、可能な限り、提案主体から示された規制の特例措置
の内容が実現される方向で検討したい。 1
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　合掌造りを活かした芸術性の高い劇
場においては、芸術性を損なう誘導灯
及び誘導標識について、次の要件を満
たす場合には、当該劇場の誘導灯及び
誘導標識の設置及び維持に係る規定
を適用しない。
（要件）
１、 小規模建築物であり、客席は1階の
みで150㎡以下である。
２、 避難口が２以上あり、容易に避難・
救助が可能な構造である
３、 屋外に避難した観客を安全に誘
導・待機させる場所が確保される。

　誘導灯に代えて一定の安全措置を講
ずることにより、利賀の舞台芸術空間
のもつ芸術性をさらに高め、国内外に
向け、舞台芸術の聖地利賀をアピール
し、より質の高い劇場を芸術家と観客
に提供し、世界一流の舞台芸術による
国際文化交流を推進する。

富山
県、南
砺市

舞台芸
術特区
ＴＯＧＡ
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選挙人名簿
の抄本の閲
覧制限

　公職選
挙法第２９
条第２項

　市町村の選挙管理委員会は、選挙
人名簿の抄本を閲覧に供することと
している。
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　現行法の規定によっても、選挙人名簿の抄本の閲
覧が認められる場合は、①選挙人が自己又は特定
の者につき登録の有無を確認する場合、②候補者
等が選挙運動又は政治活動を行うために閲覧する
場合、③公共目的の世論調査のために閲覧する場
合、としており、営利目的や不当な目的による選挙
人名簿の抄本の閲覧は拒否できるものである。
  閲覧に関して要綱等を策定している団体は約７０％
あり、各団体において当該要綱等に基づいて対応し
ているところである。
  　なお、選挙人名簿の抄本の閲覧制度について
は、現在「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関
する検討会」において検討が行われ、本年秋を目途
に最終報告がされる予定となっており、総務省として
は、本検討会における議論も踏まえてそのあり方に
つき検討を進めることとしている。

　貴省回答では、現行法の規
定によっても選挙人名簿の抄
本の閲覧について一定の制
限は可能ということであるが、
その根拠となる法令の規定
等及びこれに基づき閲覧制
限が可能となる範囲を明らか
にされたい。
　その上で、右の提案主体か
らの意見を踏まえ、その内容
の実現について検討し、回答
されたい。
　また、貴省においては現
在、住民基本台帳の閲覧制
度のあり方が検討されている
ところであるが、これに伴う選
挙人名簿の抄本の閲覧制度
のあり方についての現在の検
討状況及び今後の検討スケ
ジュールを明らかにされた
い。

現行法の規定による閲覧要件のうち「②候補者等が選
挙運動又は政治活動を行うために閲覧する場合」は、
なりすましによる商業目的の閲覧を事実上認めること
につながるものである。なりすましについては、市町村
の要綱等による運用で、防止することは事実上不可能
であるため、閲覧要件②の削除を含め、Ｄ－１（現行の
規定により対応可能）という措置について、再検討いた
だきたい。
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　公選法第２９条第２項に選挙人名簿の抄本の閲覧等について規定
されているが、当該規定は選挙人名簿の正確性を期するという観点
から設けられている。当該規定に基づき、解釈・運用上、選挙人名
簿の抄本の閲覧が認められる場合は、①選挙人が自己又は特定の
者につき登録の有無を確認する場合、②候補者等が選挙運動又は
政治活動を行うために閲覧する場合、③公共目的の世論調査のた
めに閲覧する場合、としており、営利目的や不当な目的による選挙
人名簿の抄本の閲覧は拒否できることとしている。
　閲覧に関して要綱等を策定して対応している団体は約７０％あり、
各団体において当該要綱等に基づき、身分証明書、申立書、政治
団体であれば設立届出書等の提出を求めることにより、対応してい
るところである。
　なお、選挙人名簿の抄本の閲覧制度については、現在「住民基本
台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」において検討がされて
おり、市町村における実態調査や政党に対して閲覧制度の利用状
況等についてヒアリングを実施したところである。今後、論点整理を
行い、本年秋を目途に最終報告がされる予定となっており、総務省
としては、本検討会における議論も踏まえて、そのあり方につき、法
改正も含めて検討を進めることとしている。

　公職選挙法第２９条
第２項の選挙人名簿の
閲覧に関する取扱いに
関し、右の提案主体か
らの再意見の趣旨を踏
まえた不正目的等によ
る閲覧の防止措置を実
現するため、法改正も
含めた検討ができない
か、再度検討し、回答さ
れたい。

現行法の規定による閲覧要件のうち、「②候補者等が選挙運動又は政治活動を
行うために閲覧する場合」の候補者等には、“公職の候補者になろうとする者（予
定者）”も含まれると解釈できるが、そうであるならば、危惧される商業目的のなり
すまし閲覧を規制する措置が必要だと考える。事前チェックが事実上不可能なら
ば、商業目的で閲覧したことが事後的に判明した場合は、公職選挙法の罰則規
定に新たな項目を設けるべきだと考える。

D-1

選挙人名簿の抄本の閲覧制度については、現在「住民基
本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」において
検討がされており、市町村における実態調査や政党に対
して閲覧制度の利用状況等についてヒアリングを実施し
たところである。今後、論点整理を行い、本年秋を目途に
最終報告がされる予定となっており、総務省としては、本
検討会における議論も踏まえて、そのあり方につき、法改
正も含めて検討を進めることとしている。
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防止のため、公職選挙法第２９条第２
項を改正し、選挙人名簿の抄本の閲覧
に制限を設ける。

公職選挙法第２９条第２項に規定する
選挙人名簿の抄本の閲覧の目的、閲
覧の範囲及び閲覧申請者を更に厳しく
特定する。

神奈川
県逗子
市

選挙人
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閲覧制
限
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最高裁判所
裁判官国民
審査の期日
前・不在者投
票の期間の
緩和

　最高裁
判所裁判
官国民審
査法第２６
条、最高
裁判所裁
判官国民
審査法施
行令第１４
条

　最高裁判所裁判官国民審査にお
いて期日前投票及び不在者投票が
できる期間は、審査の期日前７日か
ら審査の期日の前日までとされてい
る。

C Ⅰ

　最高裁判所裁判官国民審査について、衆議
院議員総選挙の投票期間と同様の審査期間を
確保するためには、国民審査の投票用紙の調
製及び送致に日数を要することから、国民審査
の期日の告示を早める必要があるが、衆議院
議員総選挙の公示前に審査の期日を告示する
ことは、衆議院議員総選挙の期日の公示に先
立ってその期日を予告することとなるものであ
り、提案の実施は困難である。
  　また、最高裁判所裁判官国民審査に係る期
日前投票ができる期間を現行より長くすること
についても、国民審査の投票用紙の調製及び
送致に要する日数を勘案するに、その実施は
困難である。

　提案主体は、国民審
査の期日の告示日を早
めるのではなく、審査
の対象となる裁判官を
「告示の５日前までに
任命され又は１０年を
経過した者」として確定
させ、告示の５日までに
告示の順序を定めるく
じを執行することによ
り、提案の実現は可能
であるとしている。
　この点及び右の提案
主体からの意見を踏ま
え、再度検討し、回答さ
れたい。

ご回答は、以前、他自治体が本提案をされた際の回答と同じ内容であり、それについては十分理解し
ている。
ただ、国民審査が衆議院議員総選挙と同日に実施されるということは、投票者の便宜を図ることが目
的としてあると思われ、期日前・不在者投票についても同様に有権者の便宜を図る必要があると考え
る。

本市提案の主旨は、ご回答内容への対応策を以下のとおり示したものであり、この方法であれば、
①告示を早める必要はない。
②告示に先立ってあらかじめ投票用紙の調製・送致が可能となるため、告示後に調整・送致を行って
いる現行よりも期日前・不在者投票期間を長くすることは可能。
と考える。ついては、下記対応策により国民審査の期日前・不在者投票の期間を「告示日の翌日か
ら」とすることが困難である理由を明示されたい。

◆対応策◆
衆議院議員総選挙と、最高裁判所国民審査の期日前・不在者投票の期間が同一でない理由として
は、国民審査の投票用紙が記号式であり、その調製、送致に時間がかかることによると思われる。
これを解消するためには、国民審査の対象者を「告示の５日前までに任命され又は１０年を経過した
者」として告示前に確定させ、告示の５日前に告示の準備行為として審査法施行令第１条に規定する
「くじ」を執行し、直ちに審査法施行令第２条に規定する都道府県の選挙管理委員会に通知をする。
これにより、各都道府県は各市町村長への早い送致が可能になり、衆議院議員総選挙の期日前・不
在者投票と同期間に最高裁判所裁判官の国民審査も実施できると考える。
なお、ここで言う国民審査対象者に関する「5日前」については、衆議院議員総選挙の期日前・不在者
投票と同期間に実施できるのであれば、5日という日数にはこだわらない。

また、ご回答中に、「衆議院議員総選挙の期日の公示に先立ってその期日を予告することとなり、実
施は困難」とあるが、現状においても、閣議で次の総選挙の期日が決定され公表されるため、現実的
に既に予告されているものと考えられる。なぜ「事前に期日を予告することになる」が提案実施困難の
理由となるのか回答されたい。

C Ⅰ

　憲法第７９条第２項では、「最高裁判所の裁判官の任命
は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際
国民の審査に付」す旨が規定されており、審査の期日の
告示前に任命された裁判官はできる限り審査に付すこと
が必要と考えている。一般的な理解としても、審査に付す
裁判官について、憲法７９条の規定を文字どおりに解すれ
ば、総選挙の公示（国民審査の告示）後総選挙の期日ま
での間に任命された裁判官についても、その総選挙の際
に国民審査に付されるべきことになるが、実際問題として
審査事務に支障を来すので、総選挙の公示までに任命さ
れた裁判官が国民審査に付されるとされている。
　したがって、国民審査に付す裁判官について、告示日の
一定期間前に任命された者として確定させることは好まし
くないと考えており、また、確定から告示までの間に当該
裁判官が辞職・死亡等により異動する可能性もあるため、
管理執行の観点から不適当と考えている。

　右の提案主体からの
再意見に記載の前回
貴省回答に係る質問等
に回答するとともに、同
意見の趣旨を踏まえ、
提案が実現できない
か、再度検討し、回答さ
れたい。

　審査の対象となる裁判官を、告示の数日前に確定させることで、失うこととなるかもしれない国民市民の利
益（このような事例が頻繁に発生するとは考えにくい）に対し、得ることとなる国民市民の便益性（本特区が認
められた場合、この益は常に必ず発生する）が大きいことは、論を待つまでもなく明らかであると考える。また、
この点については多くの現場が、国民市民に対し説明に苦慮しているものと考える。この点について貴省はど
ういう論拠をもってこれを「好ましくない」とされるのか明示されたい。

　また、「確定から告示までの間に当該裁判官が辞職・死亡等により異動する可能性もあるため、管理執行の
観点から不適当」については、対象者の確定から告示までの間に裁判官の異動があった場合、告示における
対象者と、投票用紙に記載された対象者が異なることを問題とされていると思われるが、これについては、別
途規定を定め、告示前に異動した者は投票用紙に記載があっても審査対象としない旨の周知を図れば問題
ないと考える。
　また、最高裁判所国民審査法第１１条にて「審査に付される裁判官が、審査の期日前その官を失い、又は死
亡したときは、その裁判官についての審査は、これを行わない」と定められているが、告示後、審査期日前に
実際にそのような事態が生じた場合には、投票用紙に記載があっても審査対象としないという状況が起こり得
ることになり、その際には、投票者への周知等、具体的にはどのように対処されるのかご教授願いたい。投票
用紙に記載があっても審査対象としないという事態は、告示の前後に関係なく起こり得ることであり、告示現状
と比べ特段に不都合は生じないと考えるが、それでも、なお「管理執行の観点から不適当」とする明確な理由
があるなら明示されたい。

　そもそも、最高裁判所国民審査制度は、裁判官として不適当である者を罷免するための制度であり、審査を
受ける前に、裁判官が辞職・異動等により審査対象でなくなることは、制度の趣旨から見ても何ら問題はない
と解する。

C Ⅰ

　憲法第７９条第２項では、「最高裁判所の裁判官の任命
は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際
国民の審査に付」す旨が規定されており、審査の期日の
告示前に任命された裁判官はできる限り審査に付すこと
が必要と考えている。一般的な理解としても、審査に付す
裁判官について、憲法７９条の規定を文字どおりに解すれ
ば、総選挙の公示（国民審査の告示）後総選挙の期日ま
での間に任命された裁判官についても、その総選挙の際
に国民審査に付されるべきことになるが、実際問題として
審査事務に支障を来すので、総選挙の公示までに任命さ
れた裁判官が国民審査に付されるとされている。
　したがって、国民審査に付す裁判官について、告示日の
一定期間前に任命された者として確定させることは好まし
くないと考えており、また、確定から告示までの間に当該
裁判官が辞職・死亡等により異動する可能性もあるため、
管理執行の観点から不適当と考えている。
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　最高裁判所裁判官国民審査の期日
前・不在者投票の期間は、最高裁判所
裁判官国民審査法第26条により「審査
の期日前7日から」とされているが、こ
れを「告示日の翌日から」とし、衆議院
議員総選挙の期日前・不在者投票の期
間と同期間とする。

　最高裁判所裁判官国民審査の期日
前・不在者投票を衆議院議員総選挙の
それの期間と同期間に実施する。

岐阜県
岐阜市

最高裁
判所裁
判官国
民審査
と衆議
院議員
総選挙
におけ
る期日
前・不
在者投
票の同
期間実
施特区
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0
0 選挙権及び

被選挙権年
齢の引き下
げ

　公職選
挙法第９
条、第１０
条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域内に
住所を有する者は、その属する地方公共
団体の議会の議員及び長の選挙権を有
する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選
挙権を有する者で年齢満２５年以上のも
の
・　都道府県知事については年齢満３０
年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその
選挙権を有する者で年齢満２５年以上の
もの
・　市町村長については年齢満２５年以
上の者

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や
刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連
も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選
挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討され
るべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢の
あり方については、選挙の基本に関わる問題
であるので、まずは国会の各党各会派で十分
に議論がなされる必要がある（なお、国会にお
いて議員立法による法案が提出されたこともあ
るところ）。

　提案事項に係る国会
における議論の状況に
鑑み、制度を所管する
省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区に
おいて実現するにはど
うすればよいか」という
方向で検討を進める場
を設ける等の措置がで
きないか、再度検討し、
回答されたい。

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での
取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら
検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問題は、その公
職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討
されるべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方につ
いては、選挙の基本に関わる問題であるので、まずは国
会の各党各会派で十分に議論がなされる必要がある（な
お、国会において議員立法による法案が提出されたことも
あるところ）。
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公職選挙法第九条を、次のいずれかの
内容に改正する　　①公職選挙法第九
条二項を以下のように改正する。日本
国民たる年齢満十六年以上の者で引
き続き三箇月以上市町村の区域内に
住所を有する者は、その属する地方公
共団体の議会の議員及び長の選挙権
を有する。　②公職選挙法第九条に以
下の一項を追加する。構造特区の認定
を受けた地方公共団体は、第二項の年
齢満二十年以上の規定に関わらず、選
挙権の年齢要件を満二十年以下であ
れば自由に定めることができる。

①の場合は、地方公共団体の議会の
議員及び長の選挙において、投票でき
る年齢（選挙権年齢）を16歳に引き下げ
る。そうすることにより、全国で約604万
人有権者が増え、政治の場に若者の
意見を反映させることができ、世代間格
差を是正し、政治意識を高めることがで
きる。また②の場合においては、地方
公共団体の議会の議員及び長の選挙
において、各地方公共団体の判断で選
挙権年齢を20歳未満に引き下げられる
ようにする。世代間格差の是正のみな
らず、地域の実情に合わせて選挙権年
齢を定めることで、地域の独自性を活
かしたまちづくりにつながる。

特定非
営利活
動法人
Rights

選挙
権・被
選挙権
年齢引
き下げ
特区
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0 選挙権及び

被選挙権年
齢の引き下
げ

　公職選
挙法第９
条、第１０
条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域内に
住所を有する者は、その属する地方公共
団体の議会の議員及び長の選挙権を有
する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選
挙権を有する者で年齢満２５年以上のも
の
・　都道府県知事については年齢満３０
年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその
選挙権を有する者で年齢満２５年以上の
もの
・　市町村長については年齢満２５年以
上の者

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や
刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連
も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選
挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討され
るべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢の
あり方については、選挙の基本に関わる問題
であるので、まずは国会の各党各会派で十分
に議論がなされる必要がある（なお、国会にお
いて議員立法による法案が提出されたこともあ
るところ）。

　提案事項に係る国会
における議論の状況に
鑑み、制度を所管する
省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区に
おいて実現するにはど
うすればよいか」という
方向で検討を進める場
を設ける等の措置がで
きないか、再度検討し、
回答されたい。

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での
取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら
検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問題は、その公
職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討
されるべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方につ
いては、選挙の基本に関わる問題であるので、まずは国
会の各党各会派で十分に議論がなされる必要がある（な
お、国会において議員立法による法案が提出されたことも
あるところ）。
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地方自治法第十八条を、次のいずれか
の内容に改正する　　①地方自治法第
十八条を以下のように改正する。日本
国民たる年齢満十六年以上の者で引
き続き三箇月以上市町村の区域内に
住所を有する者は、別に法律の定める
ところにより、その属する地方公共団体
の議会の議員及び長の選挙権を有す
る。　②地方自治法第十八条に以下の
一項を追加する。　＜二＞構造特区の
認定を受けた地方公共団体は、前項の
年齢満二十年以上の規定に関わらず、
選挙権の年齢要件を満二十年以下で
あれば自由に定めることができる。

①の場合は、地方公共団体の議会の
議員及び長の選挙において、投票でき
る年齢（選挙権年齢）を16歳に引き下げ
る。そうすることにより、全国で約604万
人有権者が増え、政治の場に若者の
意見を反映させることができ、世代間格
差を是正し、政治意識を高めることがで
きる。また②の場合においては、地方
公共団体の議会の議員及び長の選挙
において、各地方公共団体の判断で選
挙権年齢を20歳未満に引き下げられる
ようにする。世代間格差の是正のみな
らず、地域の実情に合わせて選挙権年
齢を定めることで、地域の独自性を活
かしたまちづくりにつながる。

特定非
営利活
動法人
Rights

選挙
権・被
選挙権
年齢引
き下げ
特区

0
4
3
0
4
0
0 選挙権及び

被選挙権年
齢の引き下
げ

　公職選
挙法第９
条、第１０
条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域内に
住所を有する者は、その属する地方公共
団体の議会の議員及び長の選挙権を有
する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選
挙権を有する者で年齢満２５年以上のも
の
・　都道府県知事については年齢満３０
年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその
選挙権を有する者で年齢満２５年以上の
もの
・　市町村長については年齢満２５年以
上の者

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や
刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連
も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選
挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討され
るべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢の
あり方については、選挙の基本に関わる問題
であるので、まずは国会の各党各会派で十分
に議論がなされる必要がある（なお、国会にお
いて議員立法による法案が提出されたこともあ
るところ）。

　提案事項に係る国会
における議論の状況に
鑑み、制度を所管する
省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区に
おいて実現するにはど
うすればよいか」という
方向で検討を進める場
を設ける等の措置がで
きないか、再度検討し、
回答されたい。

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での
取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら
検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問題は、その公
職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討
されるべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方につ
いては、選挙の基本に関わる問題であるので、まずは国
会の各党各会派で十分に議論がなされる必要がある（な
お、国会において議員立法による法案が提出されたことも
あるところ）。
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公職選挙法第十条の三～六を以下の
ように改正する。　　＜三＞都道府県の
議会の議員についてはその選挙権を
有する者で、年齢満二十年以上の者
＜四＞都道府県知事については年齢
満二十年以上の者　　＜五＞市町村の
議会の議員についてはその選挙権を
有する者で年齢満二十年以上の者　＜
六＞市町村長については年齢満二十
年以上の者

地方公共団体の議会の議員及び長の
選挙において立候補できる年齢（被選
挙権年齢）を20歳に引き下げる。そうす
ることにより、20代を代表する若者が政
治の場に意見を反映させる可能性がこ
れまで以上に高まり、世代間格差を是
正し、政治意識を高めることができ、地
方公共団体の活性化につながる。

特定非
営利活
動法人
Rights

選挙
権・被
選挙権
年齢引
き下げ
特区
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 04 総務省（特区）

管
理
コ
ー
ド

規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

管
理
番
号

規
制
特
例
提
案

事
項
管
理
番
号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

プロジェ
クトの名
称

0
4
3
0
4
0
0 選挙権及び

被選挙権年
齢の引き下
げ

　公職選
挙法第９
条、第１０
条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域内に
住所を有する者は、その属する地方公共
団体の議会の議員及び長の選挙権を有
する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選
挙権を有する者で年齢満２５年以上のも
の
・　都道府県知事については年齢満３０
年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその
選挙権を有する者で年齢満２５年以上の
もの
・　市町村長については年齢満２５年以
上の者

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や
刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連
も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選
挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討され
るべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢の
あり方については、選挙の基本に関わる問題
であるので、まずは国会の各党各会派で十分
に議論がなされる必要がある（なお、国会にお
いて議員立法による法案が提出されたこともあ
るところ）。

　提案事項に係る国会
における議論の状況に
鑑み、制度を所管する
省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区に
おいて実現するにはど
うすればよいか」という
方向で検討を進める場
を設ける等の措置がで
きないか、再度検討し、
回答されたい。

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での
取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら
検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問題は、その公
職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討
されるべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方につ
いては、選挙の基本に関わる問題であるので、まずは国
会の各党各会派で十分に議論がなされる必要がある（な
お、国会において議員立法による法案が提出されたことも
あるところ）。
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地方自治法第十九条を以下のように改
正する。　普通地方公共団体の議会の
議員の選挙権を有する者で年齢満二
十年以上のものは、別に法律の定める
ところにより、普通地方公共団体の議
会の議員の被選挙権を有する。　＜二
＞日本国民で年齢満二十年以上の者
は、別に法律の定めるところにより、都
道府県知事の被選挙権を有する。　＜
三＞日本国民で年齢満二十年以上の
者は、別に法律の定めるところにより、
市町村長の被選挙権を有する。

地方公共団体の議会の議員及び長の
選挙において立候補できる年齢（被選
挙権年齢）を20歳に引き下げる。そうす
ることにより、20代を代表する若者が政
治の場に意見を反映させる可能性がこ
れまで以上に高まり、世代間格差を是
正し、政治意識を高めることができ、地
方公共団体の活性化につながる。

特定非
営利活
動法人
Rights

選挙
権・被
選挙権
年齢引
き下げ
特区

0
4
3
0
4
0
0 選挙権及び

被選挙権年
齢の引き下
げ

　公職選
挙法第９
条、第１０
条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域内に
住所を有する者は、その属する地方公共
団体の議会の議員及び長の選挙権を有
する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選
挙権を有する者で年齢満２５年以上のも
の
・　都道府県知事については年齢満３０
年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその
選挙権を有する者で年齢満２５年以上の
もの
・　市町村長については年齢満２５年以
上の者

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や
刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連
も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選
挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討され
るべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢の
あり方については、選挙の基本に関わる問題
であるので、まずは国会の各党各会派で十分
に議論がなされる必要がある（なお、国会にお
いて議員立法による法案が提出されたこともあ
るところ）。

　提案事項に係る国会
における議論の状況に
鑑み、制度を所管する
省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区に
おいて実現するにはど
うすればよいか」という
方向で検討を進める場
を設ける等の措置がで
きないか、再度検討し、
回答されたい。

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での
取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら
検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問題は、その公
職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討
されるべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方につ
いては、選挙の基本に関わる問題であるので、まずは国
会の各党各会派で十分に議論がなされる必要がある（な
お、国会において議員立法による法案が提出されたことも
あるところ）。
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満18歳以上の市民の市政参加の道を
拓くため，地方参政権を付与する

若年世代の政治参加を促す。これによ
り，過疎・少子高齢問題を抱える本市に
おいて，有権者人口の世代間の偏在を
解消するとともに，市政に，地域の主要
な担い手である若年世代の意見を反映
させる。

三次市

若い力
で”みよ
し”を改
革特区

0
4
3
0
4
0
0 選挙権及び

被選挙権年
齢の引き下
げ

　公職選
挙法第９
条、第１０
条

　日本国民たる年齢満２０年以上の者で
引き続き３箇月以上市町村の区域内に
住所を有する者は、その属する地方公共
団体の議会の議員及び長の選挙権を有
する。
  　日本国民は、下記のとおり、それぞれ
当該議員又は長の被選挙権を有する。
・　都道府県の議会の議員については選
挙権を有する者で年齢満２５年以上のも
の
・　都道府県知事については年齢満３０
年以上の者
・　市町村の議会の議員についてはその
選挙権を有する者で年齢満２５年以上の
もの
・　市町村長については年齢満２５年以
上の者

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や
刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連
も十分に考慮しながら検討すべき事柄であり、
被選挙権年齢の問題は、その公職の内容や選
挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討され
るべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢の
あり方については、選挙の基本に関わる問題
であるので、まずは国会の各党各会派で十分
に議論がなされる必要がある（なお、国会にお
いて議員立法による法案が提出されたこともあ
るところ）。

　提案事項に係る国会
における議論の状況に
鑑み、制度を所管する
省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区に
おいて実現するにはど
うすればよいか」という
方向で検討を進める場
を設ける等の措置がで
きないか、再度検討し、
回答されたい。

C Ⅰ

  選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での
取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら
検討すべき事柄であり、被選挙権年齢の問題は、その公
職の内容や選挙権年齢とのバランスを考慮しながら検討
されるべき問題である。
  いずれにせよ、選挙権及び被選挙権年齢のあり方につ
いては、選挙の基本に関わる問題であるので、まずは国
会の各党各会派で十分に議論がなされる必要がある（な
お、国会において議員立法による法案が提出されたことも
あるところ）。
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公職選挙法第９条と地方自治法第１８
条を、それぞれ以下のように改正する。
　　公職選挙法第九条二項を以下のよ
うに改正する。日本国民たる年齢満十
六年以上の者で引き続き三箇月以上
市町村の区域内に住所を有する者は、
その属する地方公共団体の議会の議
員及び長の選挙権を有する。
　　地方自治法第十八条を以下のよう
に改正する。日本国民たる年齢満十六
年以上の者で引き続き三箇月以上市
町村の区域内に住所を有する者は、別
に法律の定めるところにより、その属す
る地方公共団体の議会の議員及び長
の選挙権を有する。

地方公共団体の議会の議員及び長の
選挙において、投票できる年齢（選挙
権年齢）を16歳に引き下げる。そうする
ことにより、全国で約604万人有権者が
増え、政治の場に若者の意見を反映さ
せることができ、世代間格差を是正し、
政治意識を高めることができる。

若者の
ための
公開討
論会を
実現す
る市民
の会
市民シ
ンクタ
ンク・
ミッショ
ンボン
ド

若者の
ための
政治特
区構想
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期日前投票
宣誓書の緩
和

　公職選
挙法施行
令第４９条
の８
  　公職選
挙法施行
規則第９
条別記第
１０号様式

　期日前投票をしようとする場合は、
期日前投票事由を申し立て、かつ、
当該申し立てが真正であることを誓
う旨の宣誓書を提出しなければなら
ない。

C Ⅱ

　選挙人は、選挙の当日、自己の属する投票区の投
票所に行き、選挙人名簿又はその抄本の対照を経
て投票しなければならず、原則として、当日投票所投
票主義がとられている。
　　この例外として、公選法第４８条の２第１項各号に
掲げられている事由に該当すると見込まれる者は、
不在者投票・期日前投票ができることとされていると
ころであり、期日前投票を行おうとする以上は、同条
各号のいずれに該当すると見込まれるかを明らかに
する必要があり、宣誓書から期日前投票事由の項目
を削除することはできない。
　　また、宣誓書は、選挙の当日に自らが期日前投
票事由に該当すると見込まれることを宣誓するもの
であり、期日前投票制度の創設によって選挙期日が
複数になったわけではないので、期日前投票におい
て身分を証明する運転免許証等によって代替できる
ものではない。

　期日前投票の事由
を、公職選挙法第48条
の2第１項各号に掲げら
れているものに限る理
由を示されたい。

C Ⅱ

  選挙人は、選挙の当日、自己の属する投票区の投票所
に行き、選挙人名簿又はその抄本の対照を経て投票しな
ければならず、原則として、当日投票所投票主義がとられ
ている。
　この例外が期日前投票であるが、例外である以上、選
挙の当日に投票できないと見込まれる事由が必要であ
る。
　期日前投票事由については、一般的に選挙の当日投票
をすることが困難である蓋然性の高いものや合理性があ
るものについて認められている。（なお、平成１５年に期日
前投票制度が創設されたが、期日前投票事由は従来から
ある不在者投票事由と同様であり、不在者投票事由は、
過去に改正を重ね、その範囲の拡大が図られてきたとこ
ろ。）
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0 期日前投票宣誓書から期日前投票事

由の項目を削った宣誓書、又は宣誓書
に代え運転免許証や健康保険証で対
応できるようにする。

期日前投票宣誓書から期日前投票事
由の項目を削った宣誓書、又は宣誓書
に代え運転免許証や健康保険証で対
応できるようにし、投票しやすい環境を
つくり、選挙人の利便を図るとともに、
投票率の向上を目指す。

埼玉県
川口市

期日前
投票宣
誓書の
緩和

0
4
3
0
4
2
0

ポスター掲
示場の増設

　公職選
挙法第１４
４条の２第
１項、第２
項、第８
項、第９項
　公職選
挙法施行
令第１１１
条

　市町村のポスター掲示場の総数に
ついて、市町村の各投票区の選挙
人名簿登録者数及び面積に応じて
定められた数を合計した数とされて
いる。

C Ⅰ

　ポスター掲示場の総数の増加については、選
挙執行経費・選挙運動費用の増加などの問題
のほか、選挙運動量にかかわる問題でもあり、
まずは各党各会派で十分に議論がなされる必
要がある。
　なお、市町村の選挙管理委員会は、各投票
区の有権者の分布状況、地勢、交通等の事情
あるいは投票区間の均衡等を考慮して、特に
必要があると認めるときは、総数の範囲内にお
いて、各投票区におけるポスター掲示場の数を
増減することは差し支えなく、現行法の規定に
おいても提案の趣旨は実現可能であると考え
る。

　法令に定めるポス
ター掲示場の数の基準
に関し、市町村の選挙
管理委員会の判断によ
り、これを下回って設置
することは認め、上回っ
て設置することを認め
ない理由を示された
い。

C Ⅰ

  公選法においては、ポスター掲示場の設置に限らず、文
書図画の頒布等においても、制限なく自由に認めてしまう
と、選挙執行経費・選挙運動費用や選挙運動量の増加を
招くことから、一定の基準（上限）を設けている。
　一方、ポスター掲示場の総数を減ずることについては、
一般に、政令で定める基準に従い、ポスター掲示場を設
置することが、その投票区の特殊性にかんがみ困難であ
り、また不必要であると認められるような特別の事情があ
る場合に認められるものである。

1
1
4
1

1
1
4
1
1
0
1
0

ポスター掲示場を国の基準以上に設置
できるようにする。

ポスター掲示場を国の基準以上に設置
できるようにし、市街地と郊外地の選挙
人が同レベルでポスター掲示場を目に
することができるようにし、投票率の向
上を目指す。

埼玉県
川口市

ポス
ター掲
示場の
増設

0
4
3
0
4
3
0

投票場所（投
票所）の緩和

　公職選
挙法第２０
条第２項、
第４４条第
１項

　・　選挙人名簿は、市町村の区域を
分けて数投票区設けた場合には、そ
の投票区ごとに編成しなければなら
ない。
　・　選挙人は、選挙の当日、自己の
登録されている選挙人名簿の属する
投票区の投票所に行き、投票をしな
ければならない。

C Ⅰ

　選挙期日に投票するのが原則であり、選挙前
日までと比較してはるかに多くの選挙人が投票
を行う選挙期日において、選挙人がどの投票
所でも投票できるようにすることは、本人確認
や二重投票の防止を確実に行える仕組みを構
築することが困難であると考えられるため、そ
の実施は困難である。

1
1
4
3

1
1
4
3
1
0
1
0

投票所をネットワーク化し、市内のどこ
の投票所でも投票できるようにする。

投票所をネットワーク化し、自己の属す
る投票区以外の投票所で投票すること
ができるようにすることにより、投票し
やすい環境をつくり、選挙人の利便を
図るとともに、投票率の向上を目指す。

埼玉県
川口市

投票場
所（投
票所）
の緩和

0
4
3
0
4
4
0

投票所入場
券の早期交
付

　公職選
挙法施行
令第３１条
第１項

　市町村の選挙管理委員会は、選挙
の期日の公示又は告示の日以後で
きるだけ速やかに選挙人に投票所
入場券を交付するように努めなけれ
ばならないとされている。

D-1

　投票所入場券は、選挙の期日の公示又は告示の
日以後できるだけ速やかに選挙人に交付することと
されており、各団体で工夫して、できる限り早期に交
付できるよう努めているものと承知している。
　　投票所入場券を期日前投票の始まる日までに確
実に交付するためには、選挙期日の公示又は告示
日の前日に行われている選挙時登録の時期を早く
する必要があるが、選挙時登録の時期を早くするこ
とは、選挙人名簿に登録されず、選挙権を行使でき
ない者が出てくることになるため、望ましくない。
　　なお、投票所入場券は、その事前の交付によって
選挙人に選挙日時、場所を周知させ、かつ、投票当
日の投票所において選挙人であることを確認する一
手段にすぎないものであって、投票所入場券を提出
しない者に投票させても違法ではないとされている。

　貴省回答は「D-1（現行規
定により対応可能）」として
いるが、一方で、同回答に
おいては、投票所入場券の
期日前投票開始日までの
交付には選挙時登録の時
期を早くする必要があり、当
該時期を早くすることは、選
挙人名簿に登録されず、選
挙権を行使できない者が出
てくることになるため、望ま
しくないとしている。
　これらのことから、現行制
度により、提案にあるように
投票所入場券を期日前投
票の開始時期までに選挙
人に届くように交付すること
が可能であるのか、再度検
討し、回答されたい。

D-1

  投票所入場券は、選挙の期日の公示又は告示の日以後できる
だけ速やかに選挙人に交付することとされており、各団体で工夫
して、できる限り早期に交付できるよう努めているものと承知して
いる。
　現行においても、例えば、郵便局と連携して投票所入場券を円
滑かつ効率よく配達することや職員が投票所入場券を直接交付
すること等の工夫によって、投票所入場券を期日前投票の始ま
る日までに交付することが可能な団体もあると考えている。ただ
し、全ての団体において、その全ての選挙人に投票所入場券を
期日前投票の始まる日までに確実に交付しようとすれば、選挙
期日の公示又は告示日の前日に行われている選挙時登録の時
期を早くすることが考えられるが、選挙時登録の時期を早くする
ことは、選挙人名簿に登録されず、選挙権を行使できない者が
出てくることになるため、望ましくない。
　なお、投票所入場券は、その事前の交付によって選挙人に選
挙日時、場所を周知させ、かつ、投票当日の投票所において選
挙人であることを確認する一手段にすぎないものであって、投票
所入場券を提出しない者に投票させても違法ではないとされて
いる。

1
1
4
4

1
1
4
4
1
0
1
0

投票所入場券を期日前投票の開始時
期までに選挙人に届くように交付する。

投票所入場券を期日前投票の開始時
期までに選挙人に届くようにすることに
より、投票しやすい環境をつくり、投票
率の向上を目指す。

埼玉県
川口市

投票所
入場券
の早期
交付
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 04 総務省（特区）

管
理
コ
ー
ド

規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

管
理
番
号

規
制
特
例
提
案

事
項
管
理
番
号

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

プロジェ
クトの名
称

0
4
3
0
4
5
0 永住外国籍

市民への地
方参政権付
与

　公職選
挙法第９
条第２項

　日本国民たる年齢満２０年以上の
者で引き続き３箇月以上市町村の区
域内に住所を有する者は、その属す
る地方公共団体の議会の議員及び
長の選挙権を有する。

C Ⅰ

　永住外国人に対する地方参政権付与につい
ては、我が国の制度の根幹に関わる重要な問
題でもあり、国会の各党各会派において十分に
議論がなされる必要がある（なお、国会におい
て議員立法による法案として審議されていると
ころ）。

　提案事項に係る国会
における議論の状況に
鑑み、制度を所管する
省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区に
おいて実現するにはど
うすればよいか」という
方向で検討を進める場
を設ける等の措置がで
きないか、再度検討し、
回答されたい。

C Ⅰ

　永住外国人に対する地方参政権付与については、我が
国の制度の根幹に関わる重要な問題でもあり、国会の各
党各会派において十分に議論がなされる必要がある（な
お、国会において議員立法による法案として審議されてい
るところ）。

1
1
6
7

1
1
6
7
1
0
1
0

永住外国籍市民へ市政参加のため，
地方参政権を付与する。

　永住外国籍市民へ地方参政権を付
与することで，地域の一体感を醸成し，
自主・自立の地域主権の確立に資する
ものである。

三次市
共生推
進三次
特区

0
4
3
0
4
6
0

市長、市議
会議員選挙
の候補者が
選挙運動の
ためにマニ
フェストを頒
布できる特
区

　公職選
挙法第
142条の2

　総選挙又は通常選挙においては、
候補者届出政党若しくは衆議院名簿
届出政党等又は参議院名簿届出政
党等は、当該候補者届出政党若しく
は衆議院名簿届出政党等又は参議
院名簿届出政党等の本部において
直接発行するパンフレット又は書籍
で国政に関する重要政策及びこれを
実現するための基本的な方策等を
記載したもの又はこれらの要旨等を
記載したものとして総務大臣に届け
出たそれぞれ一種類のパンフレット
又は書籍を、選挙運動のために頒布
（散布を除く。）することができる。

C Ⅰ

　地方選挙における選挙運動用パンフレットの
頒布については、
・　選挙運動費用が増嵩することをどう考えるか
・　現在、国政選挙については、政党について
のみ選挙運動用のパンフレットの頒布を認めて
いるが、地方選挙の候補者に頒布を認める場
合、国政選挙の候補者についてどう考えるのか
など、検討すべき事項があると考えられる。
　いずれにせよ、地方選挙における選挙運動
用パンフレットの頒布については、選挙運動の
あり方にかかわる問題であり、現在、各党各会
派で議論されているところである。

　提案の実現について検
討するに当たって、解決
すべき課題を具体的に明
らかにされたい。
　また、提案事項に係る各
党各会派における議論の
状況に鑑み、制度を所管
する省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区にお
いて実現するにはどうす
ればよいか」という方向で
検討を進める場を設ける
等の措置ができないか、
右の提案主体からの意見
も踏まえ、再度検討し、回
答されたい。

  選挙運動において、より具体的な政策を記載したパン
フレットの配付が可能になることにより、市民の市政へ
の関心を高めるとともに、市政への参加を促し、市民が
市政に対する理解を深めることになり、ひいては課題と
なっている投票率の低下傾向に歯止めをかけることに
もつながる。したがって、市長、市議会選挙に関わら
ず、地方選挙、国政選挙全般において、候補者がパン
フレットを配付することが可能となるように公職選挙法
の改正をお願いしたい。

C Ⅰ

  地方選挙における選挙運動用パンフレットの頒布につい
ては、
・　選挙運動費用が増嵩することをどう考えるか。
・　現在、国政選挙については、政党についてのみ選挙運
動用のパンフレッ  トの頒布を認めているが、地方選挙の
候補者に頒布を認める場合、国政選挙の候補者について
どう考えるのか。
・　部数や種類、ページ数等の量的な制限や頒布方法に
ついて制限を設けるのか。制限を設ける場合、どのような
ものにするのか。
など、検討すべき事項があると考えられる。
　いずれにせよ、地方選挙における選挙運動用パンフレッ
トの頒布については、選挙運動のあり方にかかわる問題
であり、現在、各党各会派で議論されているところである。

1
2
3
1

1
2
3
1
1
0
1
0

   公職選挙法第142条の2の規定を改
正し、市長、市議会議員選挙の候補者
が選挙運動のために、当該候補者が
直接発行するパンフレット又は書籍で
市政に関する重要事項及びこれを実現
するための基本的な方策等を記載した
もの又はこれらの要旨等を記載したも
のとして、市の選挙管理委員会に届け
出たそれぞれ一種類のパンフレット又
は書籍を、選挙運動のために頒布する
ことができるようにする。

　現在国政選挙については、政党が国政に
関する重要政策を記載したパンフレット等を
選挙運動のために頒布することができる
が、首長及び議会の議員の選挙において
は文書図画の頒布は通常はがきについて
一定部数認められているだけである｡候補
者が市政に関する重要事項及びこれを実
現するための基本的な方策等を示すことに
より、有権者が政策の達成時期や数値目標
を検証することが可能となり、市民の市政
への参加を促し、市民が市政に対する理解
を深めることにつながることになる｡したがっ
て、市長、市議会議員選挙の候補者が選挙
運動のために、市政に関する重要事項及び
これを実現するための基本的な方策等を記
載したパンフレット又は書籍を、選挙運動の
ために頒布することができるようにする。

岐阜県
多治見
市

市長、
市議会
議員選
挙の候
補者が
選挙運
動のた
めにマ
ニフェ
ストを
頒布で
きる特
区

0
4
3
0
4
7
0

選挙期間中
におけるイン
ターネットを
利用した選
挙活動の解
禁

　公職選
挙法第１４
２条

　選挙運動のために使用する文書図
画については、法令に規定されてい
るほかは、頒布することはできない。

C Ⅰ

　総務省においては、「ＩＴ時代の選挙運動に関
する研究会」を設置し、インターネットを用いた
選挙運動を認めた場合のメリット・デメリットや
公職選挙法の選挙運動規制との関係について
検討を行い、その検討の内容を報告書として取
りまとめたところであるが、選挙運動におけるイ
ンターネットの活用は、選挙運動のあり方にか
かわる問題であり、まずは国会の各党各会派
で十分に議論がなされる必要がある。

　貴省「IT時代の選挙
運動に関する研究会」
における本提案事項に
係る検討内容及びその
結論等を明らかにされ
たい。
　また、制度を所管する
省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区に
おいて実現するにはど
うすればよいか」という
方向で更なる検討を進
める場を設ける等の措
置ができないか、再度
検討し、回答されたい。

C Ⅰ

　総務省においては、「ＩＴ時代の選挙運動に関する研究会」を設
置し、インターネットを用いた選挙運動を認めた場合のメリット・
デメリットや公職選挙法の選挙運動規制との関係について検討
を行い、その検討の内容を報告書として取りまとめたところであ
る。　報告書のポイントとしては、
電子メールによる選挙運動は引き続き禁止することとし、ホーム
ページについてのみ選挙運動手段として認めることとし、具体的
には、
　・選挙の種類　　：全ての選挙について導入。
　・量的制限　　　：設けない。
　・選挙運動の主体：候補者、政党に限らず、第三者による選挙
　　　　　　　　　　　　　運動を行うことができるようにする。
　　　　　　　　　　　　　選挙運動を行うホームページに、第三者に
　　　　　　　　　　　　　よる書き込みができるようにする。
こと等が提言された。
　いずれにせよ、選挙運動におけるインターネットの活用は、選
挙運動のあり方にかかわる問題であり、まずは国会の各党各会
派で十分に議論がなされる必要があり、研究会の報告書はその
際の参考資料として活用されるものと考えている。

1
3
0
7

1
3
0
7
1
0
2
0

公職選挙法第143条に以下の内容を加える。
第一　インターネット等による文書図画の頒布の解禁
　　選挙運動のために使用する文書図画は、電子情報処理組織を使用
する方法のうち次のいずれかに該当するものにより、頒布することがで
きるものとすること。
当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機と受信者
の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当
該文書図画を当該受信者の使用に係る電子計算機の映像面に表示さ
せる方法
当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じ他人のアクセスに
応じて送信し、当該文書図画を当該他人の使用に係る電子計算機の映
像面に表示させる方法（第百四十三条の二関係）

第二　インターネット等における有料による候補者の氏名等の掲載の禁
止
一　何人も、選挙運動のために、候補者の氏名又はその氏名が類推さ
れるような事項を、有料で、第一の方法により頒布される文書図画に掲
載させることができないものとすること。（第百四十三の三関係）
二　一に違反した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処
するものとすること。（第二百四十三条関係）

第三　インターネット等における氏名等の虚偽表示罪
　　当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏
名、名称又は身分の表示をして第一の方法により通信をした者は、二年
以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。（第二百
三十五条の五関係）

公職選挙法を左記のように改正し、地
方公共団体の議会の議員及び長の選
挙において、選挙期間中も候補者によ
るホームページ等インターネットを使用
した選挙活動を可能とする。また、候補
者の正式なホームページの周知を図る
ため選挙管理委員会は、ホームページ
で全候補者のURLのリストを公開する
等の活動を行う。

若者の
ための
公開討
論会を
実現す
る市民
の会
市民シ
ンクタ
ンク・
ミッショ
ンボン
ド

若者の
ための
政治特
区構想

0
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0

地方公共団
体の首長選
挙において
最低で一回
の公開討論
会を開催

　公職選
挙法第１６
４条の３

　公職の候補者以外の者が二人以
上の公職の候補者の合同演説会を
開催することはできない。

C Ⅰ

　地方公共団体の首長選挙において最低一回
の公開討論会を開催することを義務づけること
については、選挙運動のあり方に関わる問題
であり、幅広い議論が必要であるとともに、仮
に実施する場合において、開催主体をどこにす
るか、その内容の周知をいかにするかなど、検
討すべき事項があると考えられる。
　　いずれにせよ、公開討論会については、選
挙運動のあり方にかかわる問題であり、まずは
各党各会派で十分に議論がなされる必要があ
る。

　提案の実現について
検討するに当たって、
解決すべき課題を具体
的に明らかにされた
い。
　また、制度を所管する
省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区に
おいて実現するにはど
うすればよいか」という
方向で検討を進める場
を設ける等の措置がで
きないか、再度検討し、
回答されたい。

C Ⅰ

　地方公共団体の首長選挙において最低一回の公開討
論会を開催することを義務づけることについては、選挙運
動のあり方に関わる問題であり、幅広い議論が必要であ
るとともに、仮に実施する場合において、
・　開催主体・開催場所をどこにするか
・　立候補者には公開討論会に参加することを義務づける
のか
・　公開討論会の内容の周知をいかにするか
など、検討すべき事項があると考えられる。
　いずれにせよ、公開討論会については、選挙運動のあ
り方にかかわる問題であり、対象とする選挙の範囲も含
め、まずは各党各会派で十分に議論がなされる必要があ
る。
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公職選挙法第１６４条に以下の内容を加え
る。
地方公共団体の村首長選挙において最低
で一回の公開討論会を開催。市民団体が
開催しない場合は、選挙管理委員会、もしく
は、明るい選挙推進委員会がこれを開催す
る。

公職選挙法を上記のように改正し、地方公
共団体の村首長選挙において最低で一回
の公開討論会を開催することを可能とす
る。公開討論会は、リンカーンフォーラム方
式をもって、公平中立に行う。

若者の
ための
公開討
論会を
実現す
る市民
の会
市民シ
ンクタ
ンク・
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公立小中学
校を地方独
立行政法人
に管理委託
する

地方独立
行政法人
法第２１条

地方独立行政法人は次に掲げる業
務のうち定款で定めるものを行う。試
験研究、大学の設置及び管理、公営
企業の経営、社会福祉事業の経営、
公共的な施設で政令で定めるものの
設置及び管理

C Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

　本提案は、一義的には学校教育法上の検討
を要するものであり、その状況を踏まえた上
で、地方独立行政法人制度と教育委員会制度
との関係の整理等、必要な検討を行いたい。

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

学校教育法上の検討は検討とし、区からの委託業務の
みで成立する地方独立行政法人が可能かどうか、とい
う観点から改めて検討願います。

C Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

区からの委託業務のみを業務とする地方独立行政法人
は想定していない。
いずれにせよ、本提案は、一義的には学校教育法上の検
討を要するものであり、その状況を踏まえた上で、地方独
立行政法人制度と教育委員会制度との関係の整理等、
必要な検討を行いたい。
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地方独立行政法人法に定める地方独
立行政法人の業務の範囲に小中一貫
校の管理委託を加える。

地方独立行政法人が区立学校の管理
を受託し、学校教育を行う。

東京都
杉並区

新しい
タイプ
の学校
（小中
一貫
校）の
創設
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公立小中学
校の管理を
委託する地
方独立行政
法人の理事
長の任命及
び中期目標
に教育委員
会が関与す
る

地方独立
行政法人
法第１４
条、第２５
条～第３１
条

・設立団体の長は、中期目標を定
め、これに基づき地方独立行政法人
は中期計画を作成し、さらに年度計
画を作成する。
・地方独立行政法人は中期目標の
期間における業務の実績について
評価委員会の評価を受けなければ
ならない。
・設置団体の長は、中期目標の期間
終了時に業務を継続させる必要等に
ついて検討を行う。

C Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

　本提案は、一義的には学校教育法上の検討
を要するものであり、その状況を踏まえた上
で、地方独立行政法人制度と教育委員会制度
との関係の整理等、必要な検討を行いたい。

　右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

学校教育法上の検討は検討とし、区からの委託業務の
みで成立する地方独立行政法人が可能かどうか、とい
う観点から改めて検討願います。

C Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

区からの委託業務のみを業務とする地方独立行政法人
は想定していない。
いずれにせよ、本提案は、一義的には学校教育法上の検
討を要するものであり、その状況を踏まえた上で、地方独
立行政法人制度と教育委員会制度との関係の整理等、
必要な検討を行いたい。
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4
0 小中一貫校の管理を委託する地方独

立行政法人の理事長の任命及び中期
目標に、設立団体の教育委員会が関
与できるようにする。

設立団体の長が小中学校を管理する
地方独立行政法人の理事長を任命す
るときは、当該設立団体の教育委員会
の意見を聴いて行う。
地方独立行政法人法で規定する中期
目標の設定、中期計画の認可、年度ご
との業務実績の評価などは、当該設立
団体の教育委員会の意見を聴いて行
う。

東京都
杉並区

新しい
タイプ
の学校
（小中
一貫
校）の
創設

8/8ページ


